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教育センター紀要第ｅ集の発刊にあたって

-日野市の新たな教育課題への挑戦一

日野市立教育センター所長篠原昭雄

開設されて6年､平成21年度の教育センター紀要は第６集になります｡今年度は新学習指導要領への

対応やロ野市学校教育基本構想に基づく新たな教育課題への挑戦が求められました｡教育センターの

事業は､これらの教育課題に対する教育センターとしての役割という観点に立って設けられました。

調査研究部は、基本構想の「教育センターの先進的な調査研究の充実を図る」という基本方針

を受け、シンクタンクとしてしての役割を果たすための活動を進めてきました。

基礎調査研究係では、重要な課題の一つである不登校児童・生徒の学習支援のためのＩＣＴを

生かす仕組み(ｅ－ラロ)ﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑ)に関する研究を｢わかば教室｣通室及び在宅の児童・
生徒を対象に行ってきました。教育経営係では、｜ＣＴを活用した授業研究を行い学校教育へ情

報提供を図るとともに、その環境整備のあり方について研究・検討を行ってきました。

ふるさと教育係は､これまで4か年の郷士日野教育の研究を更に発展させて､その成果の普及を図り、

教科教育係ではＩＣＴ活用や理科支援員の協力も得ながら理科教育の充実･向上を目指し､「ひのっ子

教育21開発委員会｣の研究と連携して進めてきました｡また､教育資料･広報係も教育研究資料の整備と

普及､電子化も含む利用システムの整備や工夫を行ってきました。

研修部は、若手教員の大幅な増加や教員の資質向上が求められていることに応えて、学校課指

導担当（主事）との連携を一層密にし、所員の豊かな教育キャリアを生かして教職員研修の充実

を図ってきました。特に、本年度は、諸研修に対して強力にサポートするとともに、初任者研修

をはじめ、授業力向上のための２．３年次教員の研修及び、４年次研修を担当し、実際の授業を

通して個別にきめ細かい指導を行ってきました。

相談部は一般教育相談係「教育相談室」と学校生活相談係「適応指導（わかば）教室」などに

おいて、利用者や相談ニューズが年々増加し､また､特別支援教育とも関わって､多様化･複雑化の傾

向に応じるため相談機能相互の連携を癖にするとともに、“わかば教室”ではＩＣＴ活用（ｅ－

ラーニング）を生かしながら相談活用の充実を図ってきました。その成果は本紀要とともに、所

員（相談員）が相談活動を進めながら学術的に研究したものを収集し『研究紀要』（第６号）として

刊行しています。

以上の諸事業の推進にあたっては､それぞれの趣旨･目的に向って多くの先生方や行政関係者のご支

援をいただきました｡特に調査研究の事業では､諸先生方や指導主事のご指導ご協力を得て,所員一同

それぞれの課題に挑戦し取り組んできました｡本紀要には､このような取り組みの成果が色濃く内包されて

います。

最後になりましたが､教育センターの活動に賜りました日野市教育委員会､学校教聯員､社会教育関係

並びに運営審議会委員の方々のご理解．ご支援に対し､紀要第６集の発刊にあたって心から御礼申し上

げます。

平成２２(2010)年3月

･２． 



教育相談活動への期待

日野市教育長加島俊雄

本年２月、清瀬市の中学２年女子生徒が自ら命を絶つという悲しい事件がありました。いじめ

との関係も報道されています。女子生徒の絶望と保護者の悲嘆の前には言葉もありません。教育

委員会により事実関係の調査が行われている模様ですので､その行方を見守りたいと思いますが、

私たちも緊張感を持って受け止めていく必要があります。

子どものいじめについては、昭和６１年、中野区の富士見中２年男子生徒の自殺事件が世間に

大きな衝撃を与えました。以来、いじめ問題は、学校教育において解決すべき重要な課題となり

ましたが、平成１７年、北海道滝川市の小６女子、平成１８年、福岡県筑前町の中２男子などい

じめを苦にした自殺事件について胸がつぶれるような報道が続きました｡文部科学省の調査では、

早期発見・早期対応に課題があった、自殺後の教育委員会等の対応が不適切だった、教職員にお

いて不適切な言動があったなどの指摘がなされ、世論の盛り上がりの中で当該学校や教育委員会

は批判・批難の的になった感がありました。

これを契機に、教育界は改めていじめ対策に取り組みました。毎年、文部科学省はいじめの調

査をしていますが、平成２０年度には小・中・高・特別支援校全体で８万５千件のいじめがあっ

たとしています(前年度比１万６千件の減少)。また、この年度に自殺した小・中・高生１３６人

のうち、いじめ問題のあったケースは３人としています。認知・報告されたいじめ件数が減少し

ているとしても､依然として､これだけの多数の子供たちがつらい思いをしているという事実は、

重く受け止めなければならず、いっそうの取り組みが必要なことを示しています。そもそもいじ

めを調査しなければならないということそれ自体が異常なことだということを、認識しておく必

要もあると思います。

もう昨年のことになりますが、いじめを主題にした演劇｢親の顔が見たい｣(劇団昴)を見る機会

がありました。私立中学校の女子生徒がいじめを受け遺書を残して自殺する。遺書に名前のあっ

た加害生徒の父母たちが学校に集められて、学校側と話し合う。どの父母も自分の子供を守ろう

として、自殺した生徒とその親を批判し、学校側を責め、いじめをうやむやにしてしまおうとす

る．・・・．。。

いじめは、被害者はもちろん、加害者にも、また地域にも忘れることのできない傷跡を残して

しまう可能性があり､その後の生き方にも影響を与えてしまいます｡それだけに深刻化する前に、

教育的配慮のもとに早期に解決する必要がありますが、この演劇にあるように解決に困難が伴う

場合も少なくありません。

日野市は、学校において毎年いじめ防止月間を設けて、いじめの早期発見・早期対応に取り組

んできています。また、教育センターにおいて、いじめ問題も含めて子どもたちのさまざまな悩

みに対して多くの相談を受けています。その専門性に裏打ちされた相談は、子どもたちを支える

強力な柱となっています。今後とも、日野市の子どもたちがいじめを克服し、健やかに成長する

ように、学校現場等と連携・協力したいっそうの活動を期待しております。





Ａ調査研究部の事業

１基礎調査研究係

２教育経営係

３教科等教育係（理科教育推進研究）

４教科等教育係（ひのっ子教育２１開発委員会）

５ふるさと教育係

６教育資料・・広報係

コンピュータが設邇された図替賀料室



1 基礎目査研究係

―不登校児童・生徒の学習支援の仕組みに関する研究―

: はじめに

調査研究部「基礎調査研究係」は、日野市学校教育基本構想の「教育センターの先進的な調査

研究の充実」を図るという方針を受け、日野市の教育の向上を図る上に当面する教育施策及び学

校教育の課題の一つである「不登校児童。生徒の学習支援として e―ラーニングの実施」に関する研

究を推進した。この研究は、学識経験者、教育センター所員と教育行政や学校関係者の協働によつ

て行い、研究結果の情報を提供するとともに、学校教育の充実を図り、日野市の教育向上に資する

ことを目的としている。

‖ 研究の概要

1 研究のねらい

日野市教育委員会は、不登校児童。生徒に eラーニングを取り入れ、個に応じた支援の実施に向け

「ひのっ子学習システム」を整備してきた。その実施は、試行から「適応指導(わかば)教室」での本格的活

用、さらには、家庭 (在宅)学習に活用できる段階に至つている。 それに沿つて、不登校の児童。生徒に

学ぶ機会を保障するため e―ラーニングを活用した学習支援の仕組みに関する研究を行うとともに、b―

ラーニングの効果的運用を図る。

2 研究の内容 と方法

本研究は、日野市における不登校児童。生徒の学習にICTを活用してどのように支援したらよいかとい

う方法についての研究である。その方法として e―ラーニングを活用した学習支援をとりあげている。

研究は、基礎研究と調査研究の両方向から進めた。

基礎研究では、わかば教室の eラーニングを活用した学習効果と学習支援のあり方を検証した。

わかば教室通室に至る様々な要因 (不登校の要因)からその抱える課題等は多く、その要因に対応し

たわかば教室での学習支援の検証は、e―ラーニングを活用した学習のしくみの基礎となる実践研究とな

る。それは、家庭 (在宅)での eラーニングの教育的利用方法のしくみとして応用できると考えられる。

調査研究では、前半は情報や資料収集等による調査や先行事例等を調査することから家庭(在宅)で

の e―ラーニング推進上の課題等の調査研究を実施した。それらを含め、家庭 (在宅)での e―ラーニング

実施の要件と準備が整つた時点(12月 )から実践を通して検証した。

わかば教室での実践を通し e―ラーニングを活用した個に応じた学習支援の研究、さらに、家庭(在宅)

での e―ラーニングを活用した個に応じた学習支援の研究からは、学習支援としての e―ラーニングの有効

な活用の方法を見出すことをねらった。

※解説 :e―baming(electro面 c barnhg)情報技術を用いて行う学習

本研究での e―ラーニングは、パーソナルコンピュータを活用し、学習管

理システムで管理されている学習・自習ができるシステムでの学習方法を取

り上げている。

・ 5‐



3 研究構想図
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■ 日野市学校教育基本構想
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全 体 研 究 構 想

研
鴨 童 。生徒の学習支援の仕組みに関する研究

不登校児童・生徒への学習支援は、教育センターe―ラーニング担当者の2名 が行つた。
「わかば教室」と「家庭」への学習支援を教育センターが主動(実践者)となり、「口野市における不登校

児童・生徒への学習支援のしくみ」の検証構想図をもとに学校等との連携を図りながら実践した。

学習活動を支える出組み時ラーニングを活用した学習支援」

「わかば教室Jでの実践を通し

rラ
‐ニングな活用した‖に応した学習螂

―検証一
。学習意歓 ・学習効果

、。鋼 劇脚嘱D方 等        ノ

学習支援としての時ラーニングの有効な活用」の方法

4 不登校児童 。生徒への学習支援のしくみ ―検証構想図―

‐
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111わかば教室でのe-ラーニング

平成21年度ｅ-ラーニング学習実施者数

小学生８人、中学生３３人計４１人（４月～３月）

１ねらい

ｅ－ラーニングを活用した佃に応じた学習支援の在

り方をわかば教室の実践から検証し不登校児童・

生徒への効果的な活用の基礎研究をする。

平ﾘ硯21無丘

｢材1弾睡罰eﾗｰﾆﾝ6方翻学習〕駐】Ｉ

目ＩＨ
Ｏﾗｰﾆﾝｸﾞｼﾇﾃﾕﾑを活ｆＨﾉと学習封】陸ｲﾇv§料iHjU用へCD官７Ｍﾅを促す

．｢tUbl測国U８章･生ｉｆ１．斗4蝋会を(月U庫する
・基J鮮力を補ける

２実施の方法と条件

(1)主たる対象者:わかば教室通室児童･生徒

(2)主たる実践場所:教育センターパソコン室、

わかばｅ－ラーニング学習室

(3)使用教材:ひのっ子学習システム内インタラク

ティブスタディ教材

(4)学習日:固定学習日

(5)主たる指導者:ｅ－ラーニング指導担当者2名

鞘２F日

Ｅ淀日(ﾉﾂｺﾚ室及Uもﾗｰﾆﾝｸﾞ学習室）》》

」
３具体的事例とそれらを通しての成果

(1)学習に対する意欲･関心の変容一学習意欲･関心を高めることができるか－

ｓｌ:１学期は学習に参加することが少なかったが２学期からは意欲的に学習に取り組んだことが学習

記録としても示されている。

Ｓ２:e-ラーニング学習時間に間に合うように通室して学習に意欲的に取り組んだ。

学習参加回数７０回教材終了数８９（３月３日現在）

Ｓ３:e-ラーニング学習１１寺１１Mに意欲的に参加し､多くの教材を学習して､高校へ進学予定。

学習参加回数６４回教材終了数９８（３月３日現在）

【子どもの声より】･勉強がハイテクでおもしろい。．楽しく勉強できる。・問題ができたかできなかっ

たか分かるからいい。・勉強しなかった所が勉強できるのがいい。．一度やった勉強でももう一度やり直

せるのがいい｡等

く成果＞わかば教室に通い学習が進む中で､前向きな気持ちでパソコンに向かい､学習に対する意

欲関心の高まりが見られた｡ｅ－ラーニングの活用が学習意欲を喚起するきっかけとなった。

(2)学習意欲の維持･継続一学習意欲の維持･継続はできるか－

ｓｌ:固定のe-ラーニング学習'1寺'''１に間に合うように通室して学習に参力Ⅱした。

Ｓ２:e-ラーニングで年間を通して学習し､学習課題に取り組んだ。

＜成果＞固定の学習'１寺間(月曜'三|、水曜日)を設定したことが､学習への参加と学習の積み重ねに結び

つき課題解決の方策の一つとして有効であった｡学習意欲の維持･継続は､学習の履歴が学習記録

として残ることによっても確認できた。

さらに､ｅ－ラーニング担当の人的配置は､個に応じた学習を支えた要因になった。

（３）学習効果について－e-ラーニングで期待される学習効果とは－

ｓｌ:e-ラーニングの利点を生かし､学習してこなかった小学校の算数を基礎から学習し､理解しようと

-７． 



取り組み､今では中学校の数学まで進み基礎学力を身につけて定着してきた。

Ｓ２:学習したい教科､学習する機会の少なかった教科をｅ－ラーニングで学習しはじめ､学習への興

味関心が高まり､学習終了した教材が多いことと理解度が上がっていることも記録できている。

Ｓ３:．e-ラーニングの英語では､分からない単語の発音を聞くことができて安心して英語の学習にも

取り組んだ。

Ｓ４:学習が不十分だった歴史の部分を学習し､復習することができた。

ｓ５:物理では光の反射と屈折のしくみが分からないとき､ヒントの説明図がでてきたので理解できた。

＜成果＞学習をしてこなかった内容の段階(基礎からⅡ項に)を踏まえた学習をすることで基礎的な知識を

身につけ学力への不安が軽減された。

学習をした内容を学びなおし､理解度が向上したことで学力への自信が芽生え､学びたい意欲がでて

きた。

英語の学習では､音声機能を活用しながら学習した｡発音が分からない所も音声を聞きながら学習

できたので進んで学習する生徒が多かった。

分かりにくかった学習では､ヒントや説明図を見てﾉｰﾄに書くなど学習の仕方が向上した。

さらに､わかば教室での成果は､わかば教室への通室とわかば教室でのｅ－ラーニング学習が相乗

効果となり､成果となった。

４学習支援の在り方一個に応じた学習支援とは－

(1)実践した学習支援の内容

①ｅ－ラーニングシステムの利用の仕方②文字入力･入力文字の仕方③学習方法と学習相談

④学習のつまずきの見極めと指導⑤各教科学習の内容に関する指導⑥教材設定による支援

内容の見極め等

く成果＞個別の学習活動ができるように､文字入力に不安があるとローマ字表で入力方法を支援するな

ど､具体的に必要としていることを支援したことにより児童･生徒が学習を進めることができた。

学習のつまずきや学習内容が理解できていない所があった児童･生徒には出来る限り基礎から補助

的指導もした。

(2)学習活動を支えるその他の支援(コミュニケーション)の内容

①児童･生徒の特'性を見て指導者が効果的にかかわる②あいさつ､話しかる､呼びかける､共にいる、

共に考える､共に喜ぶ､共に学ぶ等③児童･生徒が互いに教え合う場

く成果＞当初はあまりあいさつや話すことが少なかった児童･生徒が入室時や退室時に自分からあいさ

つするようになってきた｡児童･生徒の特'性を見て声をかけるなど効果的にかかわりをもったことで児童・

生徒は分からない所を質問したり問題解決への意欲がでてきた｡児童･生徒とのコミュニケーションがとれ

るようになると学習も進んだ。

Ⅳ家庭（在宅）でのｅ－ラーニング

平成21年度家庭(在宅ルラーニング学習者数

Ａ:わかば教室通室児童･生徒小学生4名中学生2名計6名

Ｂ:家庭(在宅｢子と親の居場所｣を含む)）小学生３名中学生２名計5名

一家庭(在宅ルーラーニングの形態一

Ａ:｢わかば教室｣の児童･生徒が家庭で行う
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・わかば教室で学習している学習の続きを家庭学習として行う

B:不登校の児童･生徒が家庭(在宅)で行う

１目的

不登校の状況にある児童･生徒に対して家庭で学習できる機会を設定して学習支援を行う

２実施条件

(1)主たる対象者:日野市立小･中学校に在籍する児童･生徒で不登校及び傾向にある児童･生徒

アＪわかば教室｣に入室が許可されていて､保護者が承諾し､家庭のパーソナルコンピュータを利

用することが可能な児童･生徒

イ.保護者及び本人が利用を希望し､家庭のパーソナル･コンピュータを利用することが可能であり、

本人が在籍する学校長が承諾し、日野市教育委員会が認めた児童･生徒

(2)主たる実践場所:各家庭

(3)使用教材:ひのっ子学習システム内インタラクティブスタディ教材

(4)学習日:固定なし

(5)主たる指導者:特になし､保護者等の協力

（学習相談､学習開始指導は教育センターe-ラーニング担当者2名が指導）

３具体的実践とそれらを通しての成果

（１）－わかば教室e-ラーニングと在宅e-ラーニング家庭学習による効果とは－

ｓ:le-ラーニングで学習して理解できたことが学習への興味と意欲となった。

さらに､わかば教室での学習の続きを家庭学習でもやりはじめ､学力への自信がついてきた。

４月より学校復帰の方向でいる。

Ｓ:２わかば教室でも意欲的に学習し､さらに､在宅ではあまり学習していない教材を復習している｡休

日などにも学習に取り組み教材を終了している｡教材終了数２３０（３月３日現在）

＜成果＞e-ラーニングで学習して理解できたことが学習への興味と意欲となり､さらに､わかば教室で

の学習の続きを家庭学習でもやりはじめ､学力への自信がついてきた。

わかば教室でのe-ラーニングと在宅でのe-ラーニングの併用は､学習の機会の拡大となった。

（２）－ｅ－ラーニングで学習するためには､どんな準備が必要か－

＜実践＞

準備１:e-ラーニング教材利用のための設定準備

資料

準備２:学習準備資料①学習許可パスポート

②教材一覧と教材登録申込書③ローマ字表

準備3:e-ラーニングのやり方解説資料

準備４:｢e-ラーニング｣利用での3つの約束説明資料．
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＜成果＞準備資料１:e-ラーニング教材利用のため

の設定準備資料を作成し､保護者への説明に使っ

た。

【資料１:e-ラーニング設定準備】

･９‐ 



保護者からの承諾を得て､設定の支援は教育センターe-ラーニング担当者が行い､その際には､保

護者には､どのような設定を行なったか説明と記録を残し､トラブルのないようにした。

準備資料2:学習を始めるために学習を許可された学習者にＩＤパスワードがかかれたパスポートを発

行した｡在宅ｅ－ラーニング用のパスポートは､ICT活用推進室の指導を受け､素早く対応できるよう

に教育センターで発行事務をした｡教材の一覧と教材登録申込書､文字入力が苦手な子にはロー

マ字表なども用意した｡教材の登録と設定､児童･生徒の学習状況管理は､教育センターの担当者

が行った。

準備資料3:e-ラーニングのやり方解説資料は､教材が複数にまたがり登録されたりすると画面の表示

が変わるので迷わないよう説明を加えたことにより､在宅学習に対応できた。

準備資料４:｢e-ラーニング｣利用での3つの約束は､インターネットに接続したコンピュータを使用する

ことから注意事項として保護者に伝えた。

【資料4:e-ラーニング利用3つの約束】【資料2:学習準備】

（３）－わかば教室での検証結果は､どのように家庭(在宅)学習支援に有効活用されたか－

＜実践＞わかば教室でのｅ－ラーニングと在宅でのｅ－ラーニングとの条件の違いは､学習時間､学習

日の制限がないことと学習支援に関わる人である｡そのため､特に重視した点は最初の家庭との関わ

り方である｡家庭と連携し､保護者の協力が得られるように､保護者や児童･生徒との対面を重視した。

＜成果＞家庭･｢子と親の居場所｣訪問は5件､延べ訪問回数は8回である｡一回の訪問では説明や

設定等に平均2時間を要した。

柔軟的対応として教育センターで保護者との対面･説明･e-ラーニング体験実施者は3名である。

(4)－家庭(在宅)学習支援の方法とその内容とは－

＜実践＞基本的には､担当者二人で家庭への訪問を行い､児童･生徒･保護者と対面することで､一人

一人の状況に応じた支援に心がけた。

支援の内容は主に次の3点である。

･各家庭(在宅)からのe-ラーニング実施可能性調査､設定作業

･各家庭(在宅)での最初の学習に立会い学習方法等

･各家庭(在宅)での学習状況により個別学習相談等
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傑色考呂

｢椎e･ﾗｰﾆﾝｸﾞ｣利用での3つの約束

1.桐された雁･雑ＤＭ利11Ｉしてください，

ﾛUV他l1irｾﾝﾀｰ

.￣▲二

lii9ii＝ 

2ﾊﾟｰｿﾅﾙ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの棚は､蹄荊貿任のＷ行｡てください,

3.学習鮒は､学習縦力Ｉされている鮒で報して〈雌い，



保護者や家庭の状況によっては柔軟な対応として､教育センターで説明や学習相談､学習の仕方を体

験してもらうなどの方法をとった。

＜成果＞対面することで､児童･生徒のおかれてい

る現状として学習に対する不安感は､子どもの学年

が上がるにつれて保護者と子どもの切実な声となっ

ていることも理解できるようになった｡学習に対する

不安の話をよく聞き､佃に応じた学習教材の選び方

や学習の仕方の支援については１１寺間をかけて丁寧

に対応することを心がけた。

さらに､児童･生徒と関わるだけでなく、保護者と

関わったことが､保護者の不安を和らげるきっかけ

につながったように思えた。

(5)家庭（在宅）ｅ－ラーニングヘの取り組み実践事例

登校は難しい状況にあるが学習はしたいという気持ちがあり、家庭（在宅）でのｅ￣ラーニン

グに期待し、意欲的に取り組んでいるケース１や学習の遅れに不安もあり、ｅ￣ラーニングで基礎

から学習し、学習への不安軽減に取り組みながら学校復帰を目指しているケース２、ｅ－ラーニン

グ学習を学習意欲への一つのきっかけにしたいと取り組みはじめたケース３などがある。

ｅ＿ラーニングの学習場所として日野市子育て課補助事業｢子と親の居場所｣でも実施している｡

＜実践＞家庭（在宅）でのｅ－ラーニングは、個々にニーズにあった学習ができるように学習相

談、教材選び、学習の方法等に時間をかけ学習ができるように支援した。

特に、自学自習が難しいケースでは、保護者に学習の仕方を教えたり体験してもらうなどして学

習への理解と協力を求めた。「子と親の居場所」でのｅ－ラーニング実施では、スタッフに学習へ

の理解と協力を得た。

＜成果＞ｅ－ラーニングを活用して在宅でも学ぶ機会ができた。

Ｖ研究のまとめ

－基礎調査研究から明らかになったこと－

学習支援が登校支援へのきっかけの一つの具体策として活用することが重要であり、そのため

には、不登校児童・生徒への学習支援のしくみが「利用しやすいしくみ」であること「利用でき

るしくみ」であることが求められる。

ｅ－ラーニングは､学ぶ機会の保障であり、未来ある子どもへの学習支援として活用されてこそ

効果が上がると考えられる。

１学習支援としてのｅ－ラーニングの活用

（１）わかば教室でのｅ－ラーニングの学習支援を継続する必要があること

それは、学習への興味関心をI興起し、学習意欲を起こすからである。

（２）わかば教室ｅ－ラーニングの学習時間の設定すること

それは、基礎的な知識を身につけさせ、学習意欲を起こし、学校復帰へのきっかけになるから

･１１． 





２教育経営係ＩＣＴを活用した教育の実践的な研究

ＩＣＴ活用研究委員会

ｌ研究の目的

日野市は、ＩＣＴ活用教育の推進を市の重点施策として取り上げている。ＩＣＴ活用研究委員

会は、ＩＣＴ活用教育の充実をめざして、機器の整備・更新、セキュリティの充実、授業での活

用、校務での活用を推進するために、調査・研究を深めてきた。本年度の課題は、以下の３点で

ある。

本年度の調査・研究課題

１，平成２２年度のＩＣＴ環境の整備

２，日野市独自の『ＩＣＴマーク』審査の推進

３．『ＩＣＴ活用実践事例集』の作成

１１調査研究の内容

１平成２２年度のＩＣＴ琿境の整備。充実を進める。

ＩＣＴ活用教育を支える機器の更新、ソフト面の充実は、各校の要望や実態、予算上の措置を

踏まえ、年々改善を図ってきた。

平成２２年度は、国がスクール・ニューデイール政策として計画している地デジ対応５２インチ

テレビなどの整備について、日野市の申請内容は計画の全てが認められた。内容は、以下の通り

である。

①地デジ対応５２インチテレビ

小・中学校普通教室用として各クラスに１台

小・中学校特別支援学級用として学級設置校に１台

②教室用パソコン

地デジ対応５２インチテレビをモニターとし、無線のキーボードと無線のマウスで操作

できるパソコンを地デジ対応テレビに各１台セットして整備する。

パソコン本体は､可動式テレビスタンドを使用する教室は､スタンドの収納ＢＯＸ内、

既存のテレビ台を使用する教室は、テレビ台の上に設置する。

③電子ボード

小学校・・・一部既存のｅ－黒板も使用し、全教室に整備

中学校・・・一部の教室に整備（既存のｅ－黒板６台も使用可能）

④ブルーレイレコーダー

各学校１台

⑤教員一人１台パソコンＩＣＴ活用教育推進室が管理し、不足が生じた学校に配布する。

･１３． 
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２ 日野市独自の『ＩＣＴマーク』の審査 

              合格認定証 

日野市独自の「ＩＣＴマーク」 

 

 

昨年度、日野市内全小・中学校でのＩＣＴ活用の一層の促進、日常化をはかるため日野市独自

の『ＩＣＴマーク』の審査制度を創設した。                

審査は、「セキュリティ部門」「授業での活用部門」「校務での活用部門」の３つの部門で行った。

そのための「審査項目」を、ＪＭＣリスクソリューションズと相談し、それぞれ５～１０の審査

項目（観点）をもうけた。達成基準をクリアした学校には部門ごとに日野市の『ＩＣＴマーク』

（認定証）を教育委員会から授与した。 

 

今年度は、部門ごとの審査項目については、前年度との比較検討の意味もあり、昨年度に準拠

し審査を実施した。 

昨年度の反省事項として、１～２項目がクリア出来なかったために不合格になった学校の救済

策が検討され、今年度は審査回数を複数回にした。 

審査方法は、「セキュリティ部門」は、ＪＭＣとＩＣＴ活用教育推進室が各学校に出向き、実地

審査を行った。「授業での活用部門」・「校務での活用部門」は、各校の自己審査に基づき、ＩＣＴ

活用教育推進室が認定する。 

審査項目は、「セキュリティ部門」が１０項目、「授業での活用部門」・「校務での活用部門」は

それぞれ５項目である。各審査項目は、５段階のうち 4段階以上を合格とした。 

 

 

 

 



（１）セキュリティ部門（達成基準４段階以上）

・１５．

審査項目（確認項目）

(小）

達成校

平均

(中）

達成校

平均

(全

体）

達成校

平均

１情報セキュリティ基本方針、対策基準、実施手111Uiの公開場所

について､校務支援システム内の場所を1ﾘ]確に示すことができる。

また、その内容について校長、Ｗｉｌｌ校長から周知されている。

匡魎雪
ポリシーの公開場所について回答でき、周知についてもその方法

が回答でき、内容が記録として残っている。

１７校

４．２９点

8校

4.25点

２５校

4.27点

２情報の持ち出しが発生した場合（USBメモリを使用する場合

を含む）使用台帳に記載した上で管理職の承認を得てから利)1]し

ていることが確認できる。

趣
使用台帳に持ち出し、承認の記録が残っている。

１７校

４．５２点

8校

4.50点

２５校

4.51点

３ＩＣＴセキュリティカードの保管方法について、学校で情報

セキュリティ対策基準に準拠したlﾘ]確なルールが存在し、そのと

おり運用されていること。また、机上にＩＣＴカードが放置され

ていないこと。

團麺
カードは、施錠できる場所に保管し、帰宅'1寺には施錠している。

机上への放置も見当たらない。

１７校

５．００点

８校

5.00点

２５校

5.00点

４私物パソコンについて、一切のネットワークに接続されてい

ないこと。

魎］
私物のパソコンは管理職の許可を受けて持ち込まれ、ネットヘの

接続はない。私物のパソコン自体が存在しない。

１７校

4.94点

８校

４．７５点

２５校

4.84点

５私物の記録媒体が一切存在しない。

唾垂圓
私物の記録媒体は存在しない。

１７校

５．００点

7校

４．５０点

２４校

４．７５点

６学校共有パソコンのデスクトップ上には、少なくとも最重要

情報及び重要情報と考えられる情報が保存されていないこと。

函
デスクトップ上は整理され、文書ファイルなどは存在しない。

１４校

４．４７点

6校

３．７５点

１７校

４．１１点

７学校独自でファイル共有などを目的としたネットワークが梢

築されていないこと。

匡囿函
独自のネットワークは存在しないこと。

１７校

５．００点

8校

５．００点

２５校

５．００点



＊ＩＣＴマークを取得した１８校は、上記の１０項目すべてを４以上の段階で

クリアした。

・１６．

８コンピュータ教室について以下のどちらかであること。

･未使用時には施錠されている。

● コンピュータ教室の貴重品を保管できる場所が施錠されてい

る ◎ 

I麺
未使用時には施錠されている。

１７校

４．８８点

8校

４．６２点

２５校

4.75点

９【事前調査を含む項目】

本年度発生させたＩＣＴに関連する事故について報告書を学校で

保管しテいること。さらに、記載されている再発防止策について

審査当曰まで継続して対策が実施されていること。

匿囿函
事故が発生しない又は発生していても事故報告書を学校で保管

し、事故内容について留意して再発しないようにしており、実際

にも発生する可能性が見られない。

１６校

４．９４点

6校

４．００点

２２校

4.47点

１０【事前確認項目】

校外に発信されているホームページで、指定された日からの１ヶ

月間で重要情報や個人情報の記載が存在しないこと。また、写真

の掲載がある場合は顔写真の特定ができないこと及び不快に感じ

るような写真の掲載が存在しないこと。また、ホームページの褐

戦時に確認がされていること。

塵豆璽
事前の確認方法が明確であり、実際にも左記のような個人情報の

公開は存在していなかった。

１７校

４．９４点

8校

４．７５点

２５校

4.84点

｢ＩＣＴマーク』取得校（昨年度５校）

小学校１４／１７校

中学校４／８校



（２）授業での活用部門 (達成基準：４段階以上）

（３）校務での活用部門（達成基準４段階以上）

‐１７． 

審査項目（確認項目）

(小）

達成校

平均

(中）

達成校

平均

全体 ● 

平均

１【活用の範囲と頻度】

授業でのＩＣＴの活用を計画し、実践している。

匡麹型
ほぼすべての学級または教科で、ＩＣＴを活用した授業が計画さ

れ、月に数回実施されている。

１４校

４．００点

1校

３．００点

１５校

3.68点

２【効果的な活用ＩＣＴ活用指導力Ｂ】

教員がＩＣＴを活用して教科等の指導を行っている。

[麺
半数以上の教員が様々なＩＣＴの活用法によって、効果的な学習

を実施している。

１５校

４．２９点

3校

３．２５点

１８校

3.96点

３【効果的な活用ＩＣＴ活用指導力Ｃ】

児童・生徒がＩＣＴを活用して教科等の学習を行っている。

|重迩
半数以上の児童・生徒が、様々なＩＣＴの活用法によって、効果

的な指導を実施している。

１３校

４．１２点

5校

４．１３点

１８校

４．１２点

４【情報安全教育への対応】

学校全体で情報安全教育に計画的に取組み、校内外に向けて啓発

を行っている。

團函Ｉ
すべての学級で情報モラルの指導を行っている。

１２校

３．９４点

6校

3.5点

１８校

3.8点

５【校内での推進】

授業でのＩＣＴ活用を推進する校内組織のもと、そのための具体

的な方策がとられている。

|麺三麺
授業でのＩＣＴ活用を推進するための校内組織があり、各教科等

でのＩＣＴ活用の年間指導計画iが作成されている。

１３校

４．０６点

４校

3.5点

１７校

3.88点

『ＩＣＴマーク」認定校

(昨年度３校）
１０校 1校 １１校

審査項目（確認項目）

(小）

達成校

平均

(中）

達成校

平均

全体

平均

● 



（４）審査を終えて

〃ＣＴマークｊ認定技大欄にｊ贈MjIワノノ

「セキュリティ部門」５校=１４校

『授業での活用部門」３校→１１校

『校務での活用部門」４校‐８枝

昨年度と比べて、「セキュリティ部門」は５校から１８校へ、「授業での活用部門」は３校から

１１校へ、「校務での活用部門」は４校から８校へと、３部門とも前進した。これは、「セキュリ

ティ部門」の審査からも分かるように、ウイルス検出への対応やデスクトップ上のファイルの整

理、ワイヤーロックの管理やＩＣＴカードの管理運用など、管理職だけの問題としてではなく教

員個々の問題として組織的にとらえようとする意識の向上が成果として表われている。

３『ＩＣＴ活用実践事例集』の作成。

「いつでも」・「だれでも」見られるようにＷｅｂサイトに招賊Ⅱ

各小・中学校には、ここ数年のＩＣＴを活用した優れた授業実践が多数ある。それらの貴重な

実践事例を集約し、紹介するために『ＩＣＴ実践事例集』を作成した。これは、ＩＣＴ活用教育

推進室のＷｅｂサイトに掲載し、教職員をはじめ広く保護者．市民にも公開される。事例集は、

小学校は、ステップ１（教師が主として活用）ステップ２（児童が主として活用）ステップ３（発

展型）とし、中学校は、各教科のお勧めの活用法を事例として掲載した。

・１８‐

１校務支援システムの週案時数管理機能を活用している。

【唖
全教員が予定を入力し､週案機能上で管理職の承認を受けている。

１７校

４．５３点

6校

4.1点

２３校

4.4点

２校務支援システムの成績管理システムを活用して通知表を作

成している。

睡麺
全学年で通知表を作成している。

１７校

４．７６点

8校

5点

２５校

４．８４点

３ひのっ子宝箱を活用し、児童・生徒のがんばりや良いところ

を入力している。

函雪麺
ほぼ全員の児童・生徒について、コメントを入力している。

８校

３．５９点

1校

2.5点

9校

３．２４点

４掲示板または回覧板を使用している。

團垂璽圓
週に－度以上活用している。

１５校

４．５３点

7校

4.5点

２２校

４．５２点

達成基Ｉ 進一

５ペーパーレス会議を実施している。

学期に数回は実施している。

１４校

４．３５点

3校

３．１３点

１７校

３．９６点

『ＩＣＴマーク」認定校

(昨年度４校）

7校 1校 8校





実践事例集より抜粋①

活用Ｃ型

2③！ 

題材のねらい

課題をもとに､表したい場面のアイデアを練る。(発想･構想）
アイデアを元に､デジカメを活用して表したい場面を効果的に表す｡(創造･技能）

暖．鰹:ｉ：匪郷88：

’二Ｆ民２月Ｃ

噸噸

-２０． 



実践事例集より抜粋②

舌用発展型

ポイント(lCfl8ji1iJ用■の了効■巣）

2つの学校の児童が｢スタディﾉｰﾄ｣のインターネット掲示板機能による情報共有･情報交換をして，
自分たちで表現力や考えを深めることができた。
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卿他校の作品を見て,質問･感想を返事として送ろう
.他校の友達からの返事を参考に，自分の作品を改善しよう

本実践は,ICTを活用した授業改善の実践例である.「お米｣という共通のテーマで,活動を続けて
きた2校の児童が自分としては完成したつもりの作品を他校の友達に見てもらい質問や感想を聞
くことを通して高めあうことを直接の目的とした活動である.この実践では｢スタディﾉｰﾄ｣と呼ばれ
る学校用グループウェアのインターネット掲示板機能を用いた．

大事なことは

①共同学習では,達成したい教科等の目標が明確であることが必要である
②指導者間の綿密な連絡調整が必要である.２校では,はじめに管理職も含む指導者間の数回の
打ち合わせが行われた．

②発信する過程で相手に理解してもらえるように熟考して表現する機会になり,活動が楽しくなるよ
うに,また,不十分な部分は修正したいという向上心が生まれるように支援する必要がある．
③全員発営.参加の共同学習を支えるICTの活用力が重要である．

･２１． 





３教科研究係理科教育推進研究

Ｉ研究テーマ｢魅力ある理科授業の展開とひのっ子の基礎学力の向上」

１１今、なぜ教育センターでの理科教育研究が必要か（研究の主旨）

１日野市学校基本構想の教育目標を達成するために理科教育の充実が重点課題のひとつ。

【教育目標を実現するための１１項目の第１項目：確かな学力の向上【ひのっ子学力向上プログラム】

「主要施策」（６）自然や科学技術・ものづくりへの関心を高めるために、教員の実践的研究・研修や

必要な設備を整えて、理科教育の充実を図ります。また、我が国の優れた技術である

手仕事の体験学習や市内の工場の先端技術に触れる学習を進めます。

２曰野市の進めているＩＣＴ活用教育を理科授業の改善に役立てる。

３理科デジタル教材の活用化（ＪＳＴの研究）の研究を推進する。

平成２１年度全国小学校理科教育研究協議会全国大会東京大会会場校（日野第四小学校)。

４理科支援員配置事業の推進により、理科授業の充実を図っていく。

５教員の理科学習の指導力の向上を目指す研修の実施とそのあり方を検討する。

※これらを総合的に捉え、ひのっ子の理科の学力向上に繋げていくため、教育センターとして

全体を見通し、具体的な実践を通して研究を進めることとした。

１１１目的

「曰野市学校教育基本構想｣を踏まえ､誰でも好きになる魅力ある理科授業のあり方を構築し、

ひのっ子の理科の基礎学力の向上のために、平成２０年度に構想した教育センターの役割・支

援のあり方を基本に、実践的に日野市の理科教育の質的改善を図る。

Ⅳ具体的な研究の進め方

１研究の組み立て

理科教育推進研究委員会を理科支援センターの具体的な活動を入れ、さらにひのっ子教育２１

開発委員会及びモデル校（兼：全国大会会場校)、理科研究校を包含した組織とし、各組織が各目

標に向かって相互に関連付けながら研究を進め､理科教育推進研究委員会で協議し研究を進める。

／~一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

蝋ｉｉｉ迄Ｚ三二三:理科教育推進研究委員会（理科支援センターの役割を持つ）

理科授業への役割・支援のあり方の検討と実践化

（地域の自然：デジタル教材の活用・作成、実技研修、教材研究等）
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２研究構想股定に至る根拠

（１）ひのっ子の理科に対する興味関心・学力等の状況

＊理科の勉強が好きなひのっ子（昨年度調査：ＪＳＴモデル校等）

《日野市のデータ：モデル校等デジタル教材を用いての学習後の調査データ（各一学級)》

（２）「ひのっ子」を指導する教員の実態と楽しく理科授業を実践する上での課題

①市内小学校ＪＳＴモデル校教員の理科についての得手・不得手

（①、②共に、平成２０年度デジタル教材モデル校３校、総数５８名）

（経験年数１０年未lil'|i：約６０％、２０年未満：約１４％、２０年以上：約２６％）

＊教科：理科について（複数回答可）

好きな教科・得意な教科･であ６ １８％ 

好きでない．苦手・不得手教科である６７％（ＪＳＴの調査より苦手等が若干多い）

②「ひのっ子」を指導する教員が感じる理科の授業を行うための課題について

（ア）困っていること、とても大変だと感じていること（上位６位まで）

実験や観察の準備・片づけに手間がかかる（５３％）

教材研究に時間がかかる（３１％）

教材購入等の予算が少ない（２２％）

指導に使える教材破損・所在不明などを含めた教材が足りない（２０％）

生き物を飼う自信がない（１９％）

実験に失敗するなど、教科書通りに教えられない（１２％）

（イ）どんな条件が整えば自分で指導がしやすくなるか（上位５位まで）

教材の準備や片づけを（システムとして）やってもらえれば良い（３８％）

自信を持って指導できるよう教材の相談や助言をしてくれる指導者が欲しい（３５％）

準備が大変な教材が容易に入手出来ると良い（２８％）

実際の授業面で指導の支援員がいると良い（１９％）

地域教材の所在がわかりやすくなっていると良い（１０％）

Ⅵこれらの腺題・問題点を解決するために、今年度実践的を進めてきた具体的実践

理科授業支援貝の配置卒業

支援員配置の学校では、「理科授業支援員がいることによって、とても充実した授業が出来

た｣、「安心して、自信を持って授業が出来た」等の声が聞こえる。

しかし、適任者が不足し（教員免許状を持った方)、各校で人員の確保等が出来ず、このシス

テムを十分に生かし切れていないなどの課題がある。そのため今年度次のように取り組んで

きた。

１ 

･２５． 

小学校５年 小学校６年 中学校１年 中学校２年 中学校３年

全'五|調査 ７４％ ６４％ ６１％ ５９％ ６５％ 

日野市 (調査せず） ９３％ ９０％ ７２％ ７４％ 
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（１）日野市立小学校理科支援員等配置事業実施要項を一部改定 

支援員を確保しやすくし、支援の時間を多くするために支援員の資格を次のように改定 

   （昨年度） 教職免許状の有無にかかわらず１時間 １，５００円支給 

   （今年度） 教員免許状有の支援員 ・・ １時間 １，５００円支給 

         教員免許状無の支援員 ・・ １時間 １，０００円支給（指導はせず） 

今年度の活動状況：９月末までに１２校で ２２人の支援員が活動してきている 

（内訳：教員免許状を持たない支援員・１４人、教員免許状を有する支援員 ８人） 

支援員人件費１８５万円のほぼ全額を執行完了の見込み。 

（２）学校の保護者が支援員として活動している事例 

    学校から保護者に呼びかけ、５名の方々が支援員として活動している。この方々が支援

員として活動を進めることが十分できるようにするために、教育センターとして次のよ

うなサポートを進めた。 

    ＊東京都の実施した研修会への参加の要請を行い、研修を受講（７名）。 

    ＊教材の準備や作成するときに、教育センターから担当者が出向き、一緒に活動しなが

ら支援員の主旨や活動内容などを実態に応じて活動を進められるよう助言・援助等

を行ってきた。 

   

 （３）地域の方々がボランティアとして幅広く参加している事例 

理科学習等の教材植物を育てるために、種まき

から育苗、畑の手入れなど学習の準備のために

地域の方々や保護者の有志が集まり活動を進

めている事例。 

数年前からリーダーに適任者を得て、このリ

ーダーのもとに地域の方や保護者でグループ

を作り上げてきている。理科支援員と重なる活

動も多く、フレキシブルに活動している。 

この支援員（ボランティア）は、５年間の施

策期間の３年目を迎えている。 

このようなボランティアの育成も各学校で考え、取り組んでいく必要があると考えられる。 



（４）理科支援員を配置したことによる成果について（各校のアンケートより）

①支援員を配置したことによって、教員の資質向上につながったことは

＊理科の堪能な支援員の配置ができた学校

・教員が不得意なことや経験していないことも含めて支援していただき、教員の指導力が向

上した。

･事前に単元全体をとおして一緒に教材研究、実験をしていただき、理解が深まった。

･教材研究の力がついた。（教材の解釈・指導のポイントなど）

･教員が理科支援貝から専'''1知識を学ぶことで、資質が向上したことも少なくなかった。

・問題解決学習のスタイルで授業を行えるようになった。

＊特に理科が堪能ではないが支援員が配置されたことによる成果

･実験の準備や片付けの時'''1が短縮でき､教材研究にかける時間が確保できるようになった。

・実験を子供たちにたくさんさせることができた。器具の準備や片づけを担当してくれる方

がいる。だけで、担任は実験中に児童の様子をつぶさに見取ることができた。

・支援員に実験の準備を依頼するために、教材研究の必要が増し、理科室の環境について意

識が高まった。

・教師実験で終わらせることなく、子供たちがきちんと実験ができるように、しっかり準備

できるようになった。

・事前実験の習慣がついた。

・道具の使い方や教材の準備に関する孔Ⅱ識が身についた。

②今後、理科支援員のスキルアップのために行って欲しいと願っている研修内容は。

･教材の扱い方・危険な薬品の扱い方。

･実験装置の保管の仕方。

･高学年の実験教材を実際に実験してみるという研修会があると助かります。

･実験の事故防止等安全に関する知識・技能及び理科に関する専門的な知識の習得。

･授業づくりの基本事項については、全理科支援員に任用前研修を行わせた。

③理科支援員等配置事業が行われるようになってよかったところは何ですか。

・教材・教具等前もって準備してもらえたので、指導時間が確保でき、助かった。

・備品の整理や片付け、理科室の整備等は担当者だけでは手が回らなかったが、理科支援員

がきてから大変理科室がきれいになった。

･実験や観察などの学習が回数も増え､きちんと行われるようになったこと(授業の質向上)。

・担任の準備・片付け等の負担軽減により、担任の理科に対する意識の向上・資質の向上に

つながる。

・授業でも担任と共にティームテイーチング体制を作ることができ、わかる授業．楽しい授

業により理科好きの子供が増え、学力向上にもつながった，

・担任以外のスタッフの目があることは、より質の高い授業を目指す契機とすることにつな

がった。

④支援員の配置について要望等。

・支援員に適した人材の確保。紹介していただけると助かる。

・理科支援員の制度は科学技術振興のためになくてはならない施策。今後も継続を。

－２７‐ 
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・支援員に適した人材の確保。紹介していただけると助かる。 

・理科支援員の制度は科学技術振興のためになくてはならない施策。今後も継続を。 

   ・次年度も、理科支援員を配置していただくことを切に希望。 

⑤まとめ：理科支援員の経験や状況により、任用時のスキルは様々であり、実態に応じた

研修コースの準備も必要になり、理科支援員コーディネーターの存在が重要となる。 

 

２ ひのっ子教育２１開発委員会の研究との連携 

昨年度に引き続き、今年度も独立行政法人科学技術振興機構の進める理科のデジタル教材

（理科ねっとわーく）の活用化を進めている。今年度は特に授業実践を中心に活用研究を実践。 

（１）授業研究 

   今年度は、中学校２回、小学校８回、合計１０回の授業研究・公開を実施。 

   授業研究会は、テレビ会議システムを活用し、遠隔地にいる指導講師から指導を受ける

適切な助言を受け研究を進めることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   今年度実践の授業研究会は「【ＪＳＴ共同研究】公開授業」としてＪＳＴのインフォメー

ションを通して全国に情報発信し、実践に取り組んできた。 

  また、今年度は、学習指導要領の改訂に伴う新しい単元も含め、これまでのものを合わせ

全単元を委員が実践し、指導案の作成を図り、活用化を進めてきた。 

  これまでの２カ年の活用研究で小学校６０単元、中学校１２単元の実践事例が報告され、

理科を指導する教員の使用率は、１００％に近づいてきている。 

（２）モデル校との連携 

ひのっ子２１開発委員会で研究した成果をもとにモデル校（理科の全国大会会場校）と

ともに夏季休業中に研究会を合同で実施し、これまでひのっ子教育２１開発委員会での実

践を活用し、モデル校の指導計画の中にデジタル教材の活用を位置付けることができた。 

現在２カ年間の実践単元の指導案を指導計画に位置付け、検索できる準備を進めている。 

（３）理科実技研修会でデジタル教材の活用化を進めた 

   夏季休業中に実施した小学校の教員向けの理科実技研修会の中で、具体的な実技研修と

実技研修した内容に関連するデジタル教材の紹介と活用法について開発委員がこれまでに

蓄積したノウハウを受講者に提供し、「観察実験融合型デジタル教材」として活用化の手助

けを進めた。 
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（２）富士電機ＣＳＲ（企業の社会貢献活動）理科実技研修会（８月３日、午前、午後） 

この研修会は、富士電機として初めての教員向け研修として実施した研修会で、参加者は

通常の研修とは、ひと味違うことを学んだようです。実技研修内容は、下記の通りある。 

 【指導講師：富士電機株式会社の技術部門の専門スタッフ】 

午 前：モーター駆動原理（実習）から鉄道車両駆動への応用 

午 後：電気を作る・ためることの体験学習と産業分野での応用 

 

＊民間企業の方にご指導を受けた研修について、参加者の感想等 

・とても良い機会になり、新鮮で最先端を学べました。こういう機会を増やしてほしい。 

  ・専門の方に直接教えていただく機会は少ないので参加して大変勉強になりました。 

・専門的なことを教えていただき世界が広がりました。やはり専門家の方々はすごいです。 

・職種の違う方の話は、見方考え方の視点で勉強になることが多い。 

・非常にわかりやすくモーターの原理を教えていただきました。教室にも来てほしいです。 

・会社の内容や歴史を知ることができてよかったです。 

 

（３）多摩動物公園 「昆虫スキルアップ研修会」 日野市教員向け昆虫観察研修会（全日） 

 

本研修会は昆虫スキルアップのために、多摩動物公園が日野市の教員向けに企画した者で、

本市の若手教員が参加。昆虫学習についての基本的な内容を全日にわたって研修し、受講し

た教員がすっかり自信をつけた事例であり、このように各単元等をきめ細かに研修すること

の大事さを示している。 
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【研修開始前と終了後の意識調査】 

（下記の表中の数字のうち細字：研修開始前、太字：研修終了後、調査人員３０名） 

 

（４）多摩動物公園 「昆虫ハンドブック作成研修会」会場：日野市立教育センター 

本研修会は、多摩動物公園が日野市の教員対象にＪＳＴの研究費を得て研修を実施している。 

日程は下記の通りで、現在研修が進行し、得られた研修内容をハンドブックに活用する。 

  第一回：９月１４日 チョウ・コオロギ・バッタなど 

  第二回：１０月８日 モンシロチョウ 

  第三回：１１月６日 モンシロチョウの飼育結果の報告、作成した授業案の発表  

  第四回：１２月 15日 ハンドブック全体の内容について協議 

  

 そしてこの研修会の特色は、「主催は動物公園、参加者は日野市の学校の教員、会場は日野市

立教育センター、マネジメントは教育センター担当者がサポート」と、組織を横断的に活用

して行ったことである。 

そして、この研修の成果として「昆虫の指導が得意でない教員が活用できるハンドブック」

を作成し、今年度内に市内等の学校に配布する計画を進めている。 

本研修会を動物園外で実施したのは、動物園だから昆虫の学習や研修ができるというので

なく、学校でもできるという認識を持ってほしいという動物園の担当者の考えを受けている

からである。 

 質 問 項 目 強くそう

思う 

そう思う どちらとも

言えない 

そう思わ

ない 

強くそう

思わない 

１ 理科の授業で昆虫を扱うのは、

得意である。 

０→１ ５→１６ １２→１３ １１→０ ２→０ 

２ 小学校の授業で昆虫を扱うこ

とに自信をもっている。 

０→１ ５→２６ ７→３ １７→１ １→０ 

３ バッタやコオロギを子どもた

ちと採集に出かけたい。 

１５ 

→２０ 

１３ 

→１１ 

１→０ １０→０ ０→０ 

４ 子どもたちとバッタやコオロ

ギの飼育を行いたい。 

１５ 

→１８ 

９→１１ ２→２ ３→０ １→０ 



想の中の「日野市の豊かな自然を生かした体験学習や・・・」に対応した研修であるとも

いえる。

４「理数教育支援拠点におけるコア・サイエンス・ティーチャー（ＣＳＴ）小学校教員の理

科教育における指導力向上事業」の始動

今年度後半から、【科学技術振興機構】のコア・サイエンスティーチャー（以下：ＣＳＴと表記）

事業が始まり、日野市教育委員会でもこの事業に応募し、現在この取り組みが始まっている。こ

の活動を推進していく中心となるのは、教育センターに設けてある理科実験室（＝理科支援セン

ター）である。

今年度すでにＣＳＴ担当教諭がお茶の水女子大学でのＣＳＴ養成講座の受講を開始し、講習終

了後に認定を受け正式にＣＳＴとしての活動を始め、日野市内の理科教育の充実のための小学校

教員の理科教育における指導力向上事業の活動が本格的に始まることになるｏ

すでに、お茶の水女子大学から今年度分の理科実技研修用の消耗品配布、ＣＳＴ教員の実地研

修等など、その準備も始まっている。

今後、ひのっ子の理科の学力を高めるために、この研修活動を進める中心として教育センター

理科実験室（＝理科支援センター）の存在がますます重要になってくる。

Ⅶまとめ

これまで把握してきた課題や、具体的な実践から、「魅力ある理科授業の展開とひのっ子の基

礎学力の向上」を図るためには、指導に当たる教員の研修や授業を支える諸条件の整備が重要

であることを改めて把握することが出来た。この解決のために次のような方策が必要と考える。

１ひのっ子教育２１開発研究などで活用研究したデジタル教材をＩＣＴ活用などと結び付けて

理科教育の充実を図ることが効果的であることが明らかになり、今後さらに活用化を進める

必要がある。

２教員の研修の機会の充実ときめ細かな対応

３各小学校へ支援員の配置とそのサポート。

理科支援員の任用時のスキルは様々であることをから、数種類の研修コースを実施するこ

とが重要と思われる。また各校でボランティアを養成することも視野に入れ取り組むことが

必要であり、理科支援員コーディネーターの存在も重要となってくる。

４教育センター理科実験室（＝理科支援センター）が中心になり、各組織やその活動を横断的

に活用し、理科授業の質的な充実を図っていく。

「理数教育支援拠点におけるコア・サイエンス・ティーチャー（ＣＳＴ）小学校教員の理科

教育における指導力向上事業」の推進

この研修活動の充実のために、教育センター理科実験室（＝理科支援センター）の果たす

役割がますます大きくなってくる。

５ 
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４ひのっ子教育２１開発委員会の研究

ｌ研究テーマ：魅力ある理科授業の展開とひのっ子の基礎学力の向上

～観察・実験融合型デジタル教材の活用を通して～

Ⅱ主旨

魅力ある理科授業の展開とひのっ子の基礎学力の向上

誰でも好きになる魅力ある理科授業のあり方を構築し、理科教育の質的向上を図ると共

に、ひのっ子の基礎学力向上を図る

文部科学省「小・中教育課程実施状況調査」（平成１５年度）〈教科の勉強が好きという割

合〉の中で、理科の勉強が好きな割合は、小学校第５学年では、約７５％、いちばん少ない

中学校第二学年でも約６０％が興味関心を持っている。

本市の児童生徒についても同様の傾向が見られる。さらに理科の国際的な学力調査の結果

から、我が国の理科の学力は、十分とは言えないとの結果がある。

ＰＩＳＡ２００６学力調査（２００６は、科学的リテラシーに重点を於いて実施）の結果

から、我が国の児童生徒の科学的に理解し説明する力が不十分であり、関心・意欲等につい

てもＯＥＣＤ加盟国の平均よりも大きく下まわっているという事実からも、我が国の児童生

徒の理科の学力低下が明らかになり、学校における理科教育振興の必要性が高まっている。

ひのっ子の学力は、これまで実施されたＰＩＳＡ２００６学力調査結果と同様の傾向にあ

ると受け止められる。

なお、本研究は、平成２０年度から研究を始め、今年度は、二年次である。

Ⅲ目的

１日野市の理科教育の質的向上を目指し、従来の実験･観察指導に加えてデジタル教材を活用

することでより魅力ある理科授業を展開できるよう、理科を教える教師の指導力を向上させ

る。

２これらの授業の展開を進め、最終的には科学に興味を持ち、科学的な目で考えることが出来

る児童・生徒の育成を図る゜

Ⅳ研究体制

１委員長（２名）

理科教育の実践研究の経験を有する管理職

それぞれ小学校部会長１名、中学校部会長１名とする。（副校長は､各部会の副部会長とする）

２委員（各学校から１名以上）

小学校：各教科の指導に当たって、効果的な指導方法を工夫してきた実績があり、デジタル
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教材を用いて、様々な指導方法を考案できる教諭または主幹。

中学校：日常の学習指導で理科の指導を行っており、デジタル教材を用いて指導法のアイデ

ィアを出せる教諭または主幹。

Ｖ教科

小学校、中学校共に理科

研究経過（研究日程）Ⅵ 

4/2４（金）開発委員会①教育センターパソコン室、開発委員会発足

5/1４（木）開発委員会②教育センターパソコン室、デジタル教材について

6/1１（木）開発委員会③研究授業中学校第３学年三沢中学校、

7/2７（月）開発委員会④午前：開発委員とモデル校との連携

午後：とデジタル教材の活用に向けて、指導案の作成等

7/2８（火）理科実技研修観察実験の実技とデジタル教材の活用（化学的内容）

７/2９（水）理科実技研修観察実験の実技とデジタル教材の活用（物理的内容）

９/７（月）ＪＳＴのデジタル教材活用指導者研修会に参加

９/８（火）ＪＳＴのデジタル教材活用指導者研修会に参加

9/1８（金）開発委員会⑨研究授業中学校第３学年大坂上中学校

10/1３（火）開発委員会⑩授業研究小学校第５学年電磁石日野第四小学校

10/2３（金）開発委員会⑩授業研究小学校第３学年太陽の動き七生緑小学校

11/1７（火）開発委員会⑪授業研究小学校第６学年人体日野第六小学校

12/10（木）開発委員会⑫授業研究小学校第４学年もののあたたまり方を調べよう

平山小学校

l/2１（木）開発委員会⑬報告会準備研究のまとめと報告会に向けて

ｌ/2９（金）開発委員会報告会日野第七小学校

小学校第３学年～第６学年各一学級授業公開及び実践報告

２/1２（金）開発委員会⑭今年度の研究のまとめ

研究・実践の経過及び結果Ⅶ 

デジタル教材の活用化に向け下記のように実践研究を通し、理科を教える教師の更なる指

導力の向上に取り組んできた。

１授業実践を通して活用研究を進める

昨年に引き続き、小学校では全単元での活用化を進めるために、指導案の作成とともに、
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|刑発委員が授業の中で実践化に努めた。

特に今年度は、開発委員会の中に、学年分科会（小学校３年～６年、中学校）を設け、各

分科会で授業研究に取り組むとともに、開発委員がデジタル教材の活用の主旨や様々な活用

の方策の研究に努めた。この結果、今年度は小学校、中学校あわせて計１０回の授業研究を

実施することができた。|)M発委員が各学校のリーダーとなってデジタル教材の活用化を進め

てきた。

この実践の中で、指導案の中に、単元の評価規準を指導案の中に位置づけ、指導と評価の

一体化を図った゜

また指導案の中に次のような記号により、デジタル教材の位置づけを明確化し、実践をさ

らに深めるなど、デジタル教材が効果的に活用できるよう工夫した。

■：実験・観察

◆：デジタル教材の活用場面

★：デジタル教材を提示する時の発問（問いかけ)、

指示（提示後にどういう活動をさせたいか)、説明（ポイント）

☆：予想される（期待される）児童・生徒の反応

ゴシック体・太字表記：「理科ねっとわ－＜」デジタル教材の活用場面

２各学校の活用率の向上化へ向けて

全教員の「理科ねっとわ－く」利用者登録をさらに進めた。年度当初には、特に他地

区からの転入教諭の利用登録を着実に行った。

これを踏まえ、理科を指導する教員全員が活１１]することを目指し、実践研究を進めてき

た。

＊小学校：常時活用できるよう理科を指導する教員の「理科ねっとわ－く」利川者登録

を進め、現在までに理科を指導する小学校の登録者数は１００％となってい

る。

また、夏季休業中に教員向けの理科実技研修会を２回開催し、実技研修の

内容に関連したデジタル教材の活用について開発委員が指導に当たり、底辺

を広げることに取り組んできた。

＊中学校：理科担当教員が「理科ねっとわ－く」未登録者の利用者登録。

中学校では、既に授業で十分に活用化を図り、学習効果を高めている教員も

複数おり、中学校として共に活用を進めてきたげ

＊今年度は、これらの実践を基に、日野っ子教育２１開発委員が中心になり、各小・中

学校で理科を指導する教員が授業の中で１００％活用化を目指す取り組みを

進めてきた。

その結果、多くの学校で１００％活用化を図ることができた。

３デジタル教材を用いての授業のあり方とおすすめのデジタル教材を分りや

すくまとめた

これらの実践の結果、デジタル教材を活用した授業のあり方については、理科の授業の

骨格を明確にし、さらなる具体的な実験・観察を着実に行い、これまで言葉や黒板・資料

等で説明してきた内容を、このデジタル教材に置き換えることにより、効果的に活用でき
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ることが分ってきた。

そして、どのような場面で活用することが効果的なのか様々な観点から活用の仕方をま

とめてデジタル教材を検討し、「理科ねっとわ－くおすすめのコンテンツ」としてまとめ、

活用化を進める一助とした。

４ひのっ子教育２１開発委員会とモデル校の研究の連携と全国へ向けて授業公開

特に小学校では、この開発委員会の実践と共に、モデル校が１校設けられ、実践を深め

てきた。

今年度は、開発委員会とモデル校の教員が協力して指導計画作成に取り組んできた。

その結果、小学校理科の指導計画の中に、デジタル教材が活用できる指導案を位置付け

た指導計画の作成を進め、指導計画から指導案デジタル教材へのアクセスを図ることがで

きるようになってきた。

また、このモデル校は、１０月末に開催された全国小学校理科研究協議会全国大会（東

京大会）の会場校として、デジタル教材を活用した授業公開を行うことができた。

研究の成果と今後の課題

１研究の成果これまでの研究で得られた成果として次のことが上げられる。

①理科学習における児童・生徒の関心や意欲が向上し、問題意識が高まることなどが報

告されている。

②理科を指導する教員全員の「理科ねっとわ－く」利用者登録と開発委員による各校で

教材の紹介と活用化を図る取り組みの結果、いつでも活用できる環境が整い、活用率が

向上してきている。

③開発委員が実践を基に、活用事例の指導案を作成したり、「おすすめコンテンツ」の

作成を進めるなど、各校の利用に当たって中心となる教員が育ち始めてきた。

④開発委員が中心になって実践化を進めた結果、いくつもの学校で活用化が進み、観

察・実験を基本にした理科授業の中で活用の仕方に深化がみられてきている。

⑤理科の全国大会の会場校の授業にデジタル教材を活用した授業を公開することがで

きた。

２今後の課題：さらに次のこと等について実践を深める必要がある

・今後も開発委員等、各校にリーダーを育て、さらにデジタル教材を活用しての授業を進

め、より身近な教材として活用できるようにしていく。

・理科の実技研修と共に、活用化について更に研修等を進める。

・効果的な活用法等についての情報を共有出来るよう、実践報告のサイトの活用化をさら

に進める。

Ⅷ 
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lＸ平成Ｚ１年度実践単元名

･３７． 

番号 校種・学年 単
‐ 

うじ 名 ページ

１２３４５６７８９０ １ 

小学校

第３学年

チョウをそだてよう

チョウをそだてよう

植物のそだち方（１）～たねをまこう～

ものの重さを調べよう

じしやくのふしぎをしらべよう

じしやくのせいしつをしらべよう

太陽の光のはたらきをしらべよう

太１場のうごきをしらべよう

太'場のうごきをしらべよう

太陽のうごきをしらべよう

３年－１

３年－３

３年－５

３年－７

３年－９

３年－１２

３年－１４

３年－１６

３年－１８

３年－２０

１２３４５６７ １１１１１１１ 
小学校

第４学年

生きものを調べよう

電池のはたらきを調べよう

電池のはたらきを調べよう

電池のはたらきを調べよう

変身する水を調べよう

もののあたたまり方を調べよう

｢星や月(3)」星は動くのだろうか

４年－１

４年－３

４年－６

４年－９

４年-11

４年－１４

４年－１９

８９０１２３ １１２２２２ 
小学校

第５学年

｢生命のつながり(3)」たんじようのふしぎ

電磁石の性質

電磁石の性質

電磁石のはたらき

ふりこの動きとおもりのしようとつ

流れる水のはたらき

5年-1

5年－４

５年－６

５年-8

5年-10

5年－１３

４５６７８９０ ２２２２２２３ 
小学校

第６学年

からだのつくりとはたらき

からだのつくりとはたらき：かん臓とじん臓のはたら

き体のしくみとはたらき

｢ものの燃え方と空気」酸素のはたらき

ものの燃え方と空気

電磁石の性質

月と太陽

６年－１

６年－３

６年－５

６年－８

６年-10

６年－１３

６年－１５

１２３４５ ３３３３３ 
中学校

第一分野





ｓふるさと教育係司郎土教育推進研究－

１研究の概要

１研究の趣旨

本研究は、日野市の小・中学校、博物館・図書館、教育委員会・教育センターが連携して推進する

５年目の継続研究である。

教育基本法、学校教育法、学習指導要領が改正された。また、平成２１年２月には日野市学校教育

基本構想検討委員会が報告書「教育のまち日野」を作成し、日野市の学校教育の今後の方向が示さ

れた。いずれも「伝統と文化の尊重」「郷土を愛する」が今後の教育のキーワードとなっている。

郷土日野の自然・歴史・文化に親しみ、郷土の特色やよさを知り、郷土に対する誇りと愛着をもっ

た「ひのっ子」の育成は、日野市の最重要課題の一つとなっている。日野を愛するひのっ子が、将来

の日野を背負って立つ「曰野人（ひのひと)」として育成することが、市民から期待されている。その

ためには、日野の豊かな自然や歴史的環境を活用した教育を実践することにより、児童・生徒が日野

のよさに気付き、郷土を大切にする心情を育てることが重要であると考えた。

そこで、郷土教育推進研究委員会では「郷土日野」指導事例集を作成して、小・中学校の授業で積

極的に活用されるための普及・啓発活動を進めることにした。

平成２１年度の研究は、過去４年間の成果を引き継ぎながら新たな取り組みを加えた。それは、①

地域を知る指導者の育成②郷士教材を用いた学習活動の実践③郷士教育推進の視点の拡大である。

２研究の目的

「郷土日野」を愛し、誇りをもつ「日野っ子」を育成するために学校における日野の郷土教育の在

り方を研究する。この研究に基づいた各学校の様々な教育活動の実践によって、次のような児童･生徒

の育成を目指す。

○郷土の自然・歴史・文化を理解する児童・生徒

○郷士の特色やよさを発信できる児童・生徒

○郷士の一員として自覚と誇りをもち人々と協力する児童・生徒

○郷土の未来を思い描き実践する児童・生徒

３研究の柱

本年度の研究は「日野」の郷士教材の収集・開発をはじめ、昨年度までの課題となっている事柄に

ついて研究を進めることにした。

①地域を知り、理解する指導者の育成活動を行う。

②郷土教材を活用した学習活動を実践する。

③郷土教材を新しく開発し資料としてまとめる。

④郷土教育推進のための多様な視点の拡大を図る゜

⑤郷土教材を電子データ化し郷土教育の普及を図る゜

４研究の進め方

（１）研究の組織

小・中学校、郷土資料館、歴史館、図書館などの関係者、学識経験者、教育委員会指導主事、教育

センター所員で委員会を組織して調査研究を実施した。

･３９． 
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Ⅱ 研究の内容 

１ 郷土教材を活用した学習活動実践 

（１）日野の野菜 

３学年 総合的な学習の時間 「東光寺大根について調べたことを発表しよう」 

  本校がある東光寺地区では、東光寺大根が栽培されている。東光寺大根は練馬大根から改良され

たもので、漬け物用の大根として古くから大切に育てられてきた。しかし、「お産をするか、東光寺

大根を抜くか」と言われるほど作業が大変なことや、たくあんにするための干す場所がなくなって

しまったこと、家庭で漬けるための場所もなくなり、需要も少なくなっ

たことなどから、現在の生産農家は２戸になってしまった。そこで、今

後も日野の地名が残る東光寺大根の栽培を続けていくために、子どもた

ちに東光寺大根について深く知ってもらう必要があると思い、本単元を

設定した。本単元では、調べる学習を通し、東光寺大根の歴史的背景に

ついて理解させ、東光寺大根が大切に栽培されてきたことに気付かせた。

また、東光寺大根を実際に育てる体験学習を取り入れ、農家の方の苦労

や野菜作りの工夫について実感させた。 
（２）蚕を育てよう     

  仲田小学校は、昭和 54 年まで農林省蚕糸試験場日野庁舎の敷地

の一部であった。校地に隣接する自然体験広場（通称「仲田の森」）

も同様である。この仲田の森は、施設を閉鎖して 30 年近くそのま

まの状態で残されていて自然林となっている。また、建物も一部そ

のままの状態である。これは地域の歴史を考えさせるためには有効

な教材である。平成 20 年からは、年間を通じて利用することが可

能になった。幸いなことに、蚕糸試験場に関連する資料が残ってい

る。子どもは自分が生活している地域の昔の様子や道具などに興味や関心を持ってい 
ることから、これらの資料を活用して意欲を喚起させながら当時の様子を想像させる。 

第３学年では１学期に理科でチョウの成長の仕方や体の仕組みを

学び、実際にモンシロチョウを飼育する単元がある。本単元では、

モンシロチョウを育てた体験を生かし、発展的な内容としてカイコ

を育て、児童が興味を持ったことを調べる活動を設定する。地域の

環境も生かしつつ、生き物を育てる体験を通して自分の課題を追究

できる力を育てたい。また、長年にわたって人々が生き物を生活に

活用してきたことに気づき、自然の大切さを感じさせ、これからの

生活に結び付けて考えさせたい    
 カイコの世話をしているうちに、葉をよく食べるものと、あまり食べ

ないものがあることに気付き始めた。他の食欲があるカイコを見ると桑

の葉の形が。同じ桑でもカイコによって、よく食べる種類と、あまり食

べない種類があることに気がついた。そこで、蚕糸研究所では桑の木の

研究をしていたので、いろいろな品種の桑があることを伝えた。取り出

した糸の軽くて柔らかい感触は心地よく、いつまでも手ざわりを楽しん

でいる子どももいた。続いて、絹のスカーフと綿のスカーフを両方触っ

てみると、違いが歴然と分かり、昔からカイコを大切に育てられてきたことを理解することができた。 
（３）日野の昔話 
 １年生の児童にとって、物語や昔話を聞くことは楽しみの一つである。普段は絵本の読み聞かせを

しているが、地域を題材とした昔話を聞くことにより、郷土に対する関心・理解を深め、愛着を持つ

 



教材化に際しては、「とんとんむかし」と言う大人向けの本を参考にした。学習指導要領（国語）で

は、低学年において扱う場合「児童の発達の段階や初めての古典を学習することを考慮し、易しく書

き換えたものを取り上げることが必要である｡」とあったので、１年生の児童が聞いても分かるように

アレンジし、読み聞かせを行い、児童にもストーリーを理解して楽しめるように工夫した。児童が、

その昔話をより身近に感じられるように関係する絵や写真を見せるなどの取り組みも行った。

①ねらい

お話を聞いたり、好きな本を探して読んだりして、読書の楽しさを知り、興味を広げる。

②単元の指導計画（全２時間）

③評価

日野の昔話を楽しんで聞くことができる。

＜資料＞

昔話「日野っ原の妖婆」「御社母子さま」「駒くらべ」等。日野市の民話地図（作成）

（４）多摩平の森の活用

学校の近くには､「多摩平の森｣という団地内緑地がある。旧多摩平団地時代には､森林公園として、

住民に親しまれてきた場所であった。老朽化に伴い、１０年ほど前から建て替え作業が始まった。住Ｉ住民に親しまれてきた場所であった。老朽化に伴い、１０年ほど前から建て替え作業が始まった。住民

の願いもあり、自然との調和を図りながら、団地が建設された。この場所は、もともと畑地が広がっ

ていた台地であったため、栄養豊富。緑地内には、約３５０本、２０秘を超える高木があり、関東でも珍

しいモミの木もあるという。ここが団地の敷地内であるとは思い難いほど立派な自然が残っている。

これらは、先人が残した貴重な遺産であり、これからも守っていくべきものである。

児童に、「日野のいいところは？」と聞くと、「おいしい給食」「新撰組のふるさと」と、いった「２

～３」の事柄は挙がる。しかし、「自然が多い」「公園が多い」といったよさに気付いている児童は、

-４１． 

主な学習活動と内容 備考（資料・郷土教材など）

つかむ１
○夏休みに読んだ本を思い11'す｡その中に昔

話（｢昔々｣、「あるところに」からはじま

るものなど）があったかを想起する。

○自分のお勧めの本を発表する。

○友達の発表を聞き、読んでみたい本､興味

を持った本について発表する。

児童は一学期の匡|語の学習で、「おむすび

ころりん」を読んでおり、昔話の始まり

の言葉によく使われる「むかしむかしあ

るところに」は学習済みである。ここで

は、 '三1野Tl丁の昔話では、「あるところ」で

はなく、日野市内の地名が入っているこ

とをjlllさえ、身近な場所に伝わる話だと

いうことに気付かせる。

深める１
○昔話の伝わっている場所を記した二小の

学区域の地図を見て、学区域内に、４つの

昔話があることを知る。

○二小の学区域に伝わる昔話を聞いたり､昔

話に関係する写真などを見たりする。

○感想をワークシートに書いて、発表する。

○昔話の伝わっている場所を記した日野市

の地図を見て､昔話は日野のいろいろな地

域にあることを知る。

．言い伝えられているたくさんの昔話

○学区域外の日野の昔話をいくつか聞く。

･四谷のうなぎ

･鮎の原兵衛

･三沢の小梅など

○感じたことを発表し合う。

･昔話の伝わっている場所を記した学区

域の地図

･昔話の伝わっている場所を記した日野

市の地図

･アレンジされた昔話

● 

(『とんとんむかし』より）

曰野市内に伝わっている話を１年生で

も分かるようにアレンジしたもの

(『とんとんむかし』、『日野市史』余

話より）

･たくさんの昔話が残る日野市に興味を

持たせるようにする。

･昔話に関係する写真など
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～３」の事柄は挙がる。しかし、「自然が多い」「公園が多い」といったよさに気付いている児童は、

ほとんどいない。また、学校の中にも、四季により変化する樹木や草花があるが、進んで調べたり自

然に触れたりしようとする児童は、少ないように感じる。校章には「メタセコイア」の葉が使われて

いるが、その由来までは知らないようである。そこで、校章を取り上げて、そこに込められた願いを

知ることから、自然愛や学校への愛着をさらに深めたい。 

総合的な学習の時間で、航空写真や地図を提示し、身近な地域の自然と歴史に触れたりする活動を

とりいれる。そこで新たな関心や疑問が芽生え、児童の主体的な探求活動につながるのではないかと

考える。自分たちの住んでいる多摩平のよさに気付かせたい。子どもたちが、地域の身近な自然や歴

史を知り、触れたり自分で調べたり、人とかかわる活動を行うことで、郷土を愛する心が育まれると

考え、身近な多摩平の自然を教材化した。 

①単元のねらい 

  地域の身近な自然（多摩平の森）や歴史について自ら課題を見つけ、自然の様子や人の関わりにつ

いて自分で調べる活動を行うことで、自然を大切にしていこうとする心を育む。 
②本時のねらい 

  多摩平の森での自然体験活動をふまえ、疑問に感じたことやもっと知りたいことを整理し、 
課題を決めることができる。 

③学習活動から  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（５）多摩動物公園の昆虫園 

３年の理科では「野外にいる昆虫をはじめとした身近な動物に興味をもち、

それらをさがして食べ物とすみかを調べ、動物には植物を食べたり、それをす

みかにしたりして生きているものがいることをとらえることができるようにす

る。また、いろいろな昆虫のからだのつくりを調べると共に、先に学習したチ

ョウの育ちかたと比較し、昆虫には幼虫から蛹をへないで成虫になるものがい

ることをとらえることができるようにする」ことがねらいである。昆虫園の活用はこのねらいを押さ

えるのに適している。 
①解説員による昆虫を触る体験活動 

多摩地区は東京のベッドタウンとして住宅が増え続け自然環境は減少している。日野市も同様で、

児童の日常生活でも昆虫と触れ合う機会は少なくなっている。近くに多摩川や浅川があっても、遊ぶ

②課題 

何をどのように解決する

のか、具体的に書きます。 

 

〈課題名の例〉 

①多摩平の森の歴史調査 

②アルフレッド・ラッセ

ル・ストーンの一生 

③多摩平の森の木といろ

いろな木を比べてみよう 

④多摩平の森の植物の種

類を調べよう 

⑤まる葉っぱの秘密を解

明しよう・・・等 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 

①グループ名 

課題に沿った名前にする

ことで、より課題が明確に

なります。 
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体験が少ないことから、虫を怖がったり嫌がったりする児童が見られる。このような児童に、昆虫に

興味・関心を持たせるためには、昆虫に「触れる」ことが大きな契機になる。昆虫園では、事前に申

し込むと解説員が昆虫のからだのしくみを説明し，虫嫌いの子でも虫に触れるよう指導してくれる。 

 対象となる昆虫は季節によってやや異なるが、例えばナナフシ、オオゴ

マダラ、ゴキブリなどである。ナナフシの場合「ナナフシはつかまり名人

です。木につかまったまま、餌も食べるしフンもする。枝を振ったらどう

なるかな(実演してみせる)。落ちないね。胸や背中を持って引っ張っては

いけません。足が取れてしまいます。お尻をなでると歩いてきます。」と、

解説員から昆虫を触るコツについて指導・助言があり、さらにナナフシは

親も子もとてもよく似ています。木につかまったまま卵を地面に落します。

赤ちゃんは自分で歩いて木に登り、餌の葉を食べます」と学習内容の説明がある。 

②昆虫園の見学 

 昆虫園本館の２階の展示は、ミツバチのからだの仕組みや昆虫の動き、呼吸の仕方のわかる模型、

外国の昆虫の実物などが展示してある。児童の人数が多い時は、クイズ形式にして自分たちでポイン

トを見学できるようにするとよい。 

③昆虫生態園の見学  

 イラスト入りの「チョウのしぐさチェックシート」をもとに、観察をする。そのほか、「昆虫生態園

で見られるチョウ」「昆虫の楽園インセクトピア―舞い泳ぐ昆虫たち」という小冊子が用意されている。 

（６）駅は郷土学習の改札口     

 日野市はそれほど広くはない(27.53 ㎢)。隣の八王子市に比べると６分の１以下である。それにも

かかわらず、JR 中央本線と京王線、京王多摩動物公園線、多摩都市モノレールと４つの鉄道路線

が縦横に走っている。駅は 10 駅を数える（高幡不動駅を１つと数える）。それらの駅は、児童・生

徒にとって一番身近な交通機関の入り口だろう。市内各学校を見渡しても、それぞれに最寄りと呼

べる駅が存在し、市内のどこからでも近くの駅まで歩いてそれほど時間がかからないというのが、

日野市の大きな特長の一つと言えるだろう。 
  しかし、その身近な駅でさえ、歴史であったり、概要であったりについて、くわしく知る児童・

生徒は多くはない。それでも、駅は自分たちのまちとよそのまちをつなぎ、新しい世界への橋渡し

となる拠点である。それがゆえに、魅力ある場所であることも間違いない。 
  日野市内を走るもっとも古い路線は中央本線である。この中央本線は、明治 22(1989)年に甲武鉄

道として開通した。そしてすぐ翌年の明治 23(1990)年１月には日野駅が開業している。中央本線の

中でも古い駅である。平成 22(2010)年には、開業 120 周年を祝し、記念式典が開かれただけでなく、

あらためて駅周辺の歴史を振り返る催しが執り行われた。 
  この機会に、日野駅並びに中央本線の歴史、周辺のまちの変遷、そこに暮らす人々の願いに思い

を巡らし、郷土のよさについて気付かせる教材ができると考えた。 
  なお、ここでは小学校３年生を例にして教材化を提案しているが、中学生に至るまで、どの学年

でも発達段階に応じて学習を深めることができると考える。 
 

２ 地域を知る指導者の育成 

 郷土教育推進のためには、指導者自身が地域の歴史や自然、人

材などに触れ知識のみでなく、実感を通して地域への愛着や誇り

を持つ必要がある。その土台に立って具体的な教材化を図り、指

導に向かう時、子どもたちの心は動かされ、郷土への関心は高ま

っていく。指導者自身が、「このことを伝えたい」「気付かせたい」

との郷土への愛着と誇りを持って指導に当たってこそ、子どもた

ちの郷土愛は育っていくと考える。 

「より深く」「より広く」日野市や学区域について知り、具体的実践が図れる指導者を育成するため、
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今年度は、「日野本町・仲田地区」「東光寺地区」のフィールドワークを実施した。このフィールドワ

ークは、市教委と郷土教育推進委員会の共同事業として、本推進研究委員会の委員が講師となって実

施した。 

フィールドワークを通して郷土資料をどのように教材化するか、ま

た、どのように提示し、実践化していくかを考えた。午前中は、「日野

本町・仲田地区、東光寺地区を知ろう」をテーマに、蚕糸試験場跡地・

精進場・第一中学長屋門・日野レンガモニュメント・日野駅鉄橋・よ

そうの森堀・水車公園・神明社・七ツ塚古墳・東光寺の畑などを回り、

講師からその場所の由来や、教育的価値、指導の手だてを学んだ。午

後の研修会では、郷土資料の活かし方として、(1)１枚の写真から読み

取る (2)古い写真の場所を訪ねる。 (3)新旧の写真を並べてみる (4) 
古地図と現在の地図を比較してみる等、研修した。 
＊〔参加者の感想から〕 

○地形、とくに、川、用水、丘陵地と人が住む地域が関連していることを実際に歩いて体感しながら

確認できたことが意義深かった。今まで、仲田の蚕糸試験場の中を見る機会がなかった。今回、初め

て森や蚕室の中に入り、お話を伺いながら学習ができ、よかった。 
○川南の学校なので、日野駅周辺のことは知らないことが多く、新たな発見の連続だった。３年生以

上の社会科、日野市の歴史、生産、工業等、役立つものがあった。デジカメで収めたものをもとに、

教材が作れると思う。とくに、講師の先生の詳しい説明を聞きながら、興味深く楽しく研修ができた。

子どもたちにも、楽しく日野の学習ができるようにしたい。 
 

３ 郷土教育を推進する視点の拡大 

（１）新教材の開発 

①「日野桑園・蚕糸試験場」ゆかりの地と自然体験広場 
 市民の森スポーツ公園、道路をはさんだ向かい側の自然体験広場一帯は、昭和 54 年までは農林省

蚕糸試験場日野桑園のあったところである。市民の森スポーツ公園内にある蚕糸研究ゆかりの地碑、

自然体験広場の一角に残っている２棟の建物（第二蚕室と第六蚕室）や礎石、そして、“仲田の森”自

然体験広場は、開港以降の近代産業発展に重要な役割を担う“生糸生産”を支えた日野桑園・蚕糸試

験場の跡地であることを伝える貴重な遺産である。スポーツ公園や体験広場で学び、遊ぶ日野の子ど

もたちが、また、周辺の人々も、こうした歴史的遺産を見過ごしてしまうのは残念なことである。 
 また、大正から昭和 40 年代にかけての日野の地形図からは、桑の木が広域にわたって植えられて

いて、養蚕業のさかんだったことを読み取ることができる。 
 指導内容の差異はあっても小学校・中学校の社会科学習で近代日本が、富国強兵・殖産興業・文明

開化を柱に邁進していたことを学習する。そこで、当時の日野の土地利用の変遷をもとにして、「殖産

興業と、扶桑社の設立」、「“輸出ナンバー１”を誇った生糸生産と、日野桑園」を郷土に見られる具体

的事象として学習することは、政府の保護育成のもとに発展する近代産業（軽工業） のしくみを考え、

知る手がかりとなり、学習の基礎となる郷土教材である。 
（１） 指導計画 ＜中学校歴史学習の事例 「産業革命の進展」＞ 

①小単元のねらい 

・政府の富国強兵、殖産興業の下で進展した我が国の近代産業が産業革命を経て発展したこと 

    と、都市や農山漁村の生活に大きな変化があったことを理解させる。 

・特に、日野地域においては、扶桑社設立と当時の人々の熱心な蚕糸研究が行われたこと、そ 

    の後、政府により日野桑園・蚕糸試験場が設立されたという具体的事象をもとにして、政府

の保護育成のしくみや、蚕を「オコさま」と呼び、大切に扱うようになった人々の養蚕への

願い等から、農業のあり方が大きく変化していったことに関心をもつ。 
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②小単元の指導計画（６時間） 

   ・欧米列強の侵略と条約改正   ・日清戦争   ・日露戦争   ・韓国と中国 

   ・産業革命の進展   ・日野の養蚕業の発展（本時６/６） 

③本 時 

   ○開港後の生糸輸出高の変化（安い生糸価格と欧州に広がる蚕の微粒子病）を読む。 

   ○明治 15年、大正 10年、昭和 15年の地図から日野の桑畑の広がりを読み、養蚕が盛んになっ

たその理由を考え、調べる。（地図・年表） 

    ・農家にとっては現金収入が得られる（畑→桑畑）。 

    ・明治 22年町村合併で桑田村（豊田、川辺堀之内、宮、上田、石田、新井、万願寺、下田）

という村ができる。 

    ・日野宿の天野清による、蚕病予防の指導と扶桑社の発足(明治 29年)、その研究成果。 

   ○「蚕糸研究ゆかりの地」碑を見て、蚕糸研究の目的を考え、調べる。 

    ・研究の目的（桑の葉の品種改良、桑園の土壌、蚕の育種方法、生糸の品質向上） 

    ・全国的に蚕糸試験場がおかれたことを分布図で読み取り、国の方針であったことを知る。 

    ・日野桑園・蚕糸試験場の規模、設計上の工夫、昭和 3年の設立から筑波移転までの概要、 

     養蚕農家の様子を調べる。 

   ○養蚕戸数の割合（大正 10年）、養蚕収入の割合（大正元年）、「河野清助日記」や、「祖父 

    の日記」、「浅川の畔から」（伊藤稔編）等から戦前の日野の養蚕農家の様子を理解し、養蚕 

    業が発展していったしくみをまとめる。 

＜資料１＞農林省蚕糸試験場日野桑園について 
＜資料２＞地図 
日野市における桑畑の拡大されていく様子を年代で追って見ていく。 
「明治 15 年」、「大正 10 年」、「昭和 15 年」、「昭 和 24 年」、「昭和 40 年」 

＜資料３＞養蚕農家の割合（当時の農業戸数からみた割合） 
大正 10 年末 日野町 ６３．４％、七生村 ６８．５％、小宮村 ６８．４% 

＜資料４＞ 養蚕収入の割合（大正元年末） 
 日野町 ２３．７％   七生村 ２７．１％   

＜資料５＞養蚕指導養成機関「扶桑社」の設立 
 ※資料等詳しくは、「指導資料集第５集」をご覧ください。 

②日野の縄文時代のくらし            
平成 23 年度の小学校学習指導要領では、６年生で縄文時代を扱うようになった。また、現行の教

科書、例えば東京書籍では「まちの遺跡を探検しよう」というテーマで福岡

市の板付遺跡を例にして、弥生時代のくらしを調べることを導入にしている。 
東京都西部では同一遺跡から縄文土器に続いて弥生土器ではなく、古墳時

代の須恵器が出土する場合がある。似たような傾向は日野市でも見られ、全

体的に弥生土器より縄文土器の出土の方が、はるかに多い。このことから、

縄文時代を導入にして取り上げる方が地域の実態に合っている。また、神明

上北遺跡(日野第一小学校体育館付近)では、多摩川の河原の石を材料にした

石器を大量に作り、他地方の物品(例えば黒曜石など)と交換した形跡も見ら

れる。そこで、遺跡調査会の成果を踏まえ、地域の特性を生かした縄文時代

の教材を作成する。さらに、日野市には、地域で出土した縄文土器などの遺

物や写真を学芸員が学校に持参して説明してくれる“出前いっちょう”という制度がある(『｢郷土日

野｣指導事例第 1 集』参照)。この制度や資料館を活用し、児童に縄文時代の人々のくらしを調べさせ

ることによって、歴史を身近に感じるよう指導を工夫する。これらの活動を通して縄文時代の特徴を

知り、地域に愛着がもてるようにする。 



- 46 - 
 

③女子教育に尽くした秋間為子 
 明治新政府は近代国家として発展していくために国民全体の知識水準を高め

るために、教育の普及と振興に力を入れた。女子については、日常的な生活技

術教育を治める良妻賢母教育の教育であった。 
 渡米から帰国した津田梅子は、日本の女性に独立の精神が必要であることを

痛感して、女子の教育に力を尽くすことを自分の使命と考え、後には津田塾大

学を創設する。日野にもほぼ時を同じにして、平山出身である秋間為子

(1861-1933)が女子教育者として活躍していたことを子どもたちに伝えること

は、郷土の日野の誇りでもある。 
 為子は帝国医科大学の看護婦養成に入学、その後、東京本郷に看護学校をつくり、明治３４年には

同じ東京本郷に錦秋女塾を開設、明治４２年には錦秋実用女学校に発展させ、女子教育に力を注ぎ、

大きな業績を残している。 
 ところで、明治政府の教育についての一貫した方針は、初等教育の普及、中等教育の普及、大学制度

の充実、実業専門教育及び特殊教育の進展、私立学校の設立といったように、我が国の教育を大いに

発展させたところであり、「明治時代における教育の普及、自然科学・人文科学等の

学問の発達」等に関係する授業を展開する時には、「秋間為子」の名前を出して、当

時の日野の進取の精神・先進性について気付かせたい。 
 平山小学校では、副読本「ひらやま」を作成し、その中に、秋間為子を“郷土平山”

の人として、平山陸稲の名を全国に広めた林丈太郎と合わせて取り上げている。副

読本「ひらやま」は、日野市立教育センターの図書資料室「郷土教育コーナー」の

「平山小学校記念誌」ファイルに保管されているので、教材としての取り上げ方を、

教育センターに出かけた折に覗いていただき参考にされたい。 
                         文献「日野市史 近代 1」                      

（２）校長講話例 

①うなぎを食べない四谷の人々  
洪水から村の人を救ったうなぎの伝説。 

②年末・年始の伝統行事 
  どんど焼き、書き初め、除夜の鐘等。 

（３）各機関との連携の広がり 
①物事は皆関連している 
新選組を支えた日野宿の人たちが煉瓦工場を作り 

日野駅を誘致したこと。昭和恐慌を切りぬけるため   
に工場を誘致し、それを基盤に多摩平団地や旭が丘  
の工業団地が形成されたこと・・・ 
この二つの事柄は一見関係がないように見えます。しかし、「日野の人たちは、昔から、時代の変

化に柔軟に対応して、新しい道を切り開いてきた」という共通点を見出したならば、新選組や日野

煉瓦、日野自動車、多摩平団地は、一連の流れの中で、相互にかかわりあう事柄として理解するこ

とができます。郷土への興味や理解は、大きく広がるのではないでし

ょうか。 郷土を学ぶ上で大切なことは、このような物事のかかわり

や広がりに気付く眼を育むことではないでしょうか。私たちは、その

ことを大切にしながら、情報や資料を提供していきたいと思います。 
そして、「小さな発見から、大きな世界が見えてくる」ことを、子ど 
もたちに伝えるお手伝いをしていきたいと思います。 
②郷土教材としての七生丘陵 
現在、七生丘陵には、住宅と近接した場所い雑木林があり、多摩  

昭和 32 年の多摩平 



動物公園、七生公園、南平丘陵公園等の公園や緑地、七生丘陵ハイキングコースが整備され、身

近に自然を楽しむ場所として親しまれている。学校教育にとっても、七生丘陵は郷土を知るための

教材として、幅広い可能性がある。動植物、地形や地質、人々の暮らしといった様々な要素が詰め

込まれています。理科、社会科、生活科、図工での活用も考えられます。特に生活科ならば、地域

の人々や自然とのふれあい、四季の移り変わりを、公共の場所でのマナーや安全、生命の尊重、持

続可能な社会、遊びの工夫・・・等、野外に出かける体験を通して実感し、子どもが繰り返し経験

を積み重ねることができる。

（１）多摩丘陵の地形と地質

小学校５年「流れる水の働き」流れる水の働き小学校６年「土地のつくりと変化」地層や化石

中学校「大地の変化」地層や化石地質年代地層の広がり

（２）人と自然をつなぐ雑木林

小学校３．４年「身近な動植物の観察」

中学校「自然と人間」身近な自然学校周辺の環境自然環境と人間の生活

③調べてみよう・夏休みの自由研究

夏休みの自由研究について、課題の決め方と、探求活動へのアドバイス。

４研究のまとめ

郷土日野の自然･歴史･文化に親しみ、郷土の特色やよさを知り、郷土に対する誇りと愛着をもった

「ひのっ子」の育成を目指して、平成２１年度は以下の３点を取り組んだ。

（１）地域を知る指導者の育成

地域を知る指導者を育成するために、日野市教育委員会教員研修の教育課題研修においてフィール

ドワークの研修を実施した。予定していた人数を上回る応募があった。参加者から「初めて知った」

「郷士についてほかのことも紹介してほしい」といった感想があり、これは郷士教育への関心の高さ

を示している。今後、受講者が研修で学んだことを生かして、参加者自らが郷土資料を教材化するた

めの情報を提供することが課題である。

（２）新たな郷土教材の発掘と、新しい郷土教材を活用した学習活動の実践

これまでの郷土教育推進研究から､日野市内には郷土資料が豊富に存在していることは明白である。

市内のどの学校にも身近に郷土の資料があるといえる。また、都市化が進み、市内の状況は年々と変

化していることから、今後も授業で活用することができる郷士資料は増える。本推進研究委員会にお

いて取り上げていない郷土教材もまだある｡今後継続して調査･授業実践資料の作成に取り組みたい。

（３）郷土教育推進の視点の拡大

①関係機関を活用した教材研究の推進

図書館・郷土資料館等の施設には郷土教育に関する情報が数多くある。日野市は図書館や郷士資

料館などの施設に郷土教育に関する情報を多数そろえている。また、文化スポーツ課では文化財の

調査を実施している。これらの中に授業で活用することができる良質の資料が多い。今後、授業等

で活用しやすいように整備していくことが課題である。

②ICTを活用した郷土資料の電子化

日野市はICTを活用した教育活動を実践するための環境が充実している。「郷土日野」資料を電

子化し、素材等を授業に活用することができるように整備することが必要である。日野市立教育セ

ンターのｗｅｂページから過去の「郷土曰野」資料を閲覧することができる。今後、セキュリティー

等の諸条件が解決できたところで、資料やデータ等をデータベース化して授業で活用できるよう整

備したい。

③教育活動全般を見渡した指導機会の拡大

今年度は校長講話を取り上げた。子どもに郷土への関心を高めることや汀教員にも郷士資料を活

用した授業を実践するための意識を高めることができた。さらに、教育活動全般において郷士を生

－４７‐ 





ｅ教育資料広報係

教育資料の収集及びその活用
本年度、具体的活動として次の事項を実施した。

･教育図書、ＤＶＤソフトの選定、購入､整理及びその紹介と貸し出し

･研究資料等の収集、整理、及びその紹介と提供

･採択見本教科用図書及び保存教科用図書の閲覧、展示、整理

･学校図書館、教育センター、市立図書館の連携システム導入に向けて、関係諸機

関との情報交換並びに他地区先進取り組み教育センター等の視察

･平成２１年度日野市立教育センター紀要の発行

①教育図書、ＤＶＤソフト、ビデオソフトの選定、購入、整理及びその紹介と貸し出しに関

すること

本年度の図書の選定、購入に当たっては、予算の有効活用を図るために、次の観点で所員

から購入希望図書を募り、選定、脳入した。

・今日的教育課題に対応して、教職員の資質向上に役立つもの

・学習指導要領の解説に準拠した指導に関するもの

・教職員の実践や研修に役立つもの

・幼稚園・小学校・中学校と偏りなく選定する方向で配慮する。

・蔵書数の少ない教科、領域に配慮する。

教育図書、ＤＶＤソフト、ビデオソフトの整理、紹介については、これまでの教職員研究

室購入図書原簿を引継ぎ、「教育センターｌｌＭｉ入図書原簿」として記載するとともに、「教育セ

ンター購入図書一覧簿」「教育センタービデオDVDソフト一覧簿」に継続記載し、それぞれフ

ロッピーディスクに保存した。

また、教育センタ－だよりを通して、今年度購入の「図書」並びに「ビデオ・DVDソフト

一覧」の紹介・貸し出し方法を知らせ、その利用度を高めるよう努力した。

②研究資料の収集、整理、及びその紹介と提供に関すること

教育資料の収集､整理に当たっては､文部科学省､東京都教育委員会、日野市教育委員会、

日野市公立幼・小・中学校、各種教育研究団体の教育資料の内容（経営、教育研修、研究、

学習教材、資料、その他）に関する分類記号に基づき収集し、整理している。

本年度収集、整理した研究資料関係は、継続購読誌等を除いて、日野市公立小・中学校研

究発表記録、同幼稚園・小学校教育研究会紀要、同｢|]学校教育研究会紀要、同校長会研究シ

リーズ、副校長会研究収録、同小・中学校教育要覧、同特別支援教育要覧、都内他市・区教

育研究所・センター研究紀要及び要覧等、提供された資料である。市内公立小・中学校道徳

授業公開講座の資料、同周年行事に関わる冊子等も受け入れている。

③保存教科用図書の整理、展示に関すること

小学校（昭和６１年～平成２２年)、中学校（昭和５６年～平成２２年）の教科用図書を

記載された｢教育センター保存教科書一覧簿」とそれをフロッピーディスクに整理保存し、

すべての教科書を展示し、閲覧可能としている

･４９． 



１１「教育センターだより」の企画･佃集･発行

「教育センターだより」の企画、編集、発行に当たっては、編集委員会を経て、次の内

容で、年間３回発行し、市内公立幼・小・中学校全教職員と市内外関係諸機関に配布し

た。

･調査研究課題、活動計画、及びそれに関する活動状況･成果の紹介

･学校･社会（地域）教育関係者の利用を促すもの、活動の仕方や利用・参加方法等の

ＰＲ 

平成21年度｢教育センターだより｣発行内容

5０ 

第１８号６月

(９ページ）

第１９号１１月

(１０ページ）

第２０号３月

(９ページ）

表紙

写真

(案内）

･教育センター前景

● 

(春）

避難訓練の様子

･教育センター前景

(秋）

･調査研究事業中間報告会

･教育センター前景

(冬）

･資料室活用状況

巻頭言

P-l 

『学校教育基本構想に基づ

＜日野市の新たな教育の

課題に挑戦』

日野市立教育センター

所長篠原昭雄

『日野市のＩＣＴ活用教育に

寄せる期待』

日野市教育委員会

教育委員千葉義夫

『大きな活動の成果に感

謝教育センターのこ

の一年』

日野市教育委員会

統括指導主事

田口克敏

P-２ 

調査研究部

●基礎調査研究係
● 

● 

ｅ－ランニーグ研究委員会

｢不登校児童･生徒の学習支

援の仕組みに関する研究」

学習支援・登校支援

調査研究事業の活動の状況

●基

ｅ 

「

グプ

礎

共
フ

登

の仕組みに関する研究」

援

年間活動の成果と課題

●基礎調査研究係：

『不登校児童･生徒の学習

支援の仕組みに関する研

究』

ｅ－ラーニーグの到達点

と成果・効果

P-３ 

●教育経営係

ICT活用研究委員会」

ＩＣＴを活用した実践的

な研究

●ICTの活用に関する研究委

員会「ＩＣＴの活用した実

践的な研究｣・ＩＣＴの認定

証「ＩＣＴマーク」の交付

の紹介

●ICTの活用に関する研

究委員会

ＩＣＴの活用実践事例集

完成Ｗｅｂに掲載



５１ 

P-４ 

●教科等教育係

｢理科教育推進研究委員会」

－理科教育推進研究一

｢ひのっ子教育２１開発委

貝会研究」の研究

理科教育推進研究会

－理科教育推進研究一

理科支援員の配置事業

教員の理科実技研修の開催

理科教育推進研究会

－理科教育推進研究一

｢魅力ある理科授業の展

開とひのっ子の基礎学

力の向上」

実践結果と今後の方向

P－５ 

●ふるさと教育係

｢地域教育推進研究委員会」

－郷土教育に関する研究一

研修部教職員研修係｢教職

貝の研修」

●ひのっこ教育２１開発委員

会

理科デジタル教材(理科ねっと

わ－＜）の活用

●ひのっこ教育２１開発

委員会

｢１年間の取り組み及び成

果と課題」

研究･実践の経過と成果

P－６ 

相談部

●一般教育相談係

｢一般教育相談」事業内

容・計画

●ふるさと教育係

｢地域教育推進研究委員会」

｢郷士教育推進研究」

郷士教育を生かした指導

事例集作成

●ふるさと教育係

｢郷土教育推進研究」

新たな郷土教材の発掘と

学習活動

新たな指導資料の作成

P-７ 

●学校生活相談係

｢学校生活相談」一不登

校の児童･生徒と適応指導

教室「わかば教室」の支援

●研修部

｢日野市教育委員会主催研修

会参加状況」

●研修部

1年間の日野市教育委員

会主催研修会の実施状

況」

P－８ 

調査研究部

●教育資料広報係

｢教育センター組織図」

●一般教育相談係

｢教育相談室を内側から見て」

●一般教育相談係

｢日野市教育相談室｣の活

動概況と重点的に取り組

んできたこと

P-９ 

●教育用：図書・VTR各種

資料等活用案内

･センター組織・係

● ●学校

「健全

生活相談係

育成担当」の活動

●学校生活相談係

一年間の「わかば教室」

の教育相談活動と教育活

動

学校・家庭・他の連携

Ｐ-10 

○図書・資料・広報係

ｌ１Ｍｉ入図書・ＤＶＤの紹
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英語あそび（入門編）（野外編）

こどもくらぶ 今入舎

３ 絵でわかる英語じてん（１～５） 学研i悴山編集部 学習研究社

４ １Ｗ11発「市民科」で変わる道徳教育 若月秀夫 教育開発研究所

５ 声に出そうはじめての漢詩（全３巻） 全国漢文教育学会 汐文社

６ 発達障害と少年非行（司法面接の実際） 藤)|｜洋子 金岡'|出版
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BPD＜＝境界'性パーソナリティ|障害＞をもつ子

ども

の親へのアドバイス

ランデイ・クリーガ他

2名共著荒）儒樹

佐藤美奈子訳

星和書店

８ 

心の理論課題ｖｅ]Q2(アニメーション版ＣＤ－

ROM） 藤野博 スペース９６
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lLl季の星座一夜空を彩る星空の散歩一

(DVD） 

ＮＨＫエンタープライ
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Ｂ研修部の事業

１教職員研修係

初任者研修の授業観察。指導







資料

日野市立教育センター設置条例。施行規則

日野市適応指導教室設置要綱

!:!i驫蕊蕊蕊灘
W\騨念J、

1鴬*瀞騨騨騨鶏熱鱗鰯鱗騨鍵騨鬮鱗､鱗騨蕊鰯捧繍辮翻鰯癖罐:露繊繊樒灘灘iii騨欝瀞驚3蕊蕊蕊櫻識:黙it筍:､畷；:5,稀:;;:÷．.,蓬::.._2.幕:.…湾…………斡斡………噂｡…熈…鱸…過……雑…黙…:鋒:………糯蒋辮麗;蕊蕊轤.:.：
ツ今ｲ毅恐193鰯審韓:軽み鐸汎今騨餅・･錘鯵・診懸轆

麓寧駕辮斡薫尋錘巍辨蔑蕊溌蕊議エ:よ…j:蕊溌?蕊i蕊ﾐﾄ蕊鰯:_鳶j盗驚;鐸灘溌蕊霧蕊辮ヌ
P 

jw辮懸…:；
翰洋;･砂泌99浄勧鄙２１塊Z･翠,：

對巌錘鐘．蝿蕊ﾌﾟ鐘鰯･･§\…ドイツ.．）,簿鞍?鮮癖…ご説▼鞠.牡“誼秤…Y,い－

蕊議蕊蕊溌魯辮総｡.`j辮瀧蕊鶏:蕊鰯鰯J;:..:常･溌辮葱：

~雫=蕊蕊蝋鰯裟
篭ii蕊H露蕊:甜蕊撫了,:鷺蕊溌窺
u八田￥丹hLP0PoD升nPfJoP･…丹b･汗．Ｖ八Ｖ､･･ﾛbWLn▲FU0｡jP･ハワcYh~･･■￥､｡□午、｡･も｡｡

_…蝋；''1;蝋…
蝿騨織騒辮鐘紫:溺識

鋤騨鈍

郎侭；Ｐ鐸：Ｖ灘::
Ｆヅ雛詫武・器：

，ｉ､沖⑨》垢託、誹静：

鹸艦弓､り゛Ｔ錘.:､篭･Z

瓢辮坤評舞;ｈａ･が：
,器炎【齢＞：⑭

争窄･独自か

欝鶴騨襲熱騨鐘蕊蕊蕊蕊欝灘鐘壊鰻÷…需鴛÷……………黙.>…轡

灘繋鰻灘纏
白溝､蝉騨

嘩醸舞･･ご芯蕊..ｆ７

辮鋭群八:熊･鱒蕊：
輝g-5ff蟻窓

瀞……１１
i熱…：
蕊懲…鐸鑪
穗謹韓蒟12t§t鱗81

1蝋ｉｌ
１轆斑瞬發。：Ｉ
討・麺薄韓.．：：
望,一半叡癖螺；
＄裁き錘君．]塑亀鉾:；

鷺蕊灘騨韓鍔鐸竺曾愛！

::.…:…幹．…輪鑑識鱸鐸謬１
，;i⑰牧蝿織輪､慾蝿騨l

;;欝鰯j鐇鍋！

蕊鱗鰯…
５．ﾒ(､《軒;’

説v公;討擁曲与較

屯鰯究離甑,ﾛ:軸鞭

蕊鮮鱸鱗辨・
鶴､,説:轌

咄･鯛:･粋･･･々:矛舞･-&｝

…漣:鍼R:甥:<t輪騨
T感.｣Ｗ紫幹

で鱒謡､:･錘:Fs-･§羊穐
澁凋〃唾｡c、敬と-.器鍾

q壊溌穂疹謹癖･瀞･屯:88

.鉢亀熱騨欝矩騨零坪；
灘．．

⑰勇舘擁ﾖﾋﾞ蕊鷲誕均斡苧:
･鞠

協討越縛』...；

識螺騨【騨鰯ﾋﾟv5:辮fJJ?.､鰻:騨蛋騨騨:尺:穗八螺：
;總鰯懸峨、ｉｉＲ鍵蕊鑑識』蝋篭鐵騨鐇

１１噸辮鬼１

鍵鰯繊劉蕊鍵:鐇蕊

:鴬慰｜
;鐡蝋轤鐇難癖‘

!;鍵:沙轟！

辮
籔
。

：
ｆ
曰
。
□
Ｗ
８
Ｆ
ｌ
Ｄ
●
Ｂ
：
巳
■
■
０
０
Ｓ
Ｃ
Ｕ
□
●
ウ
Ｓ
Ｓ
Ｑ
：
□
』
：
ザ
ロ
ゾ
ャ
Ｐ
曰
・
●
』
Ｂ
Ｕ
曰
●

蕊
童

<J城12.が鯨は羽甜海蒋飾能

？:舷#鎚瀦繊薙繊繋．

、:繩が率FSimff･･鐙鐇

鞭斡Xj蹴露霧嘩簿驚寒

｡;殿ｵ;駒獅駐稗繩〔:.癖溺Ｓ

ｆ:段巍n$始湧岳塑DP毎>:鐸⑪一郭

【$;:蕊鰹範鑑蝿IInH鑑翻鰯鞠謎剥;＄雛藤里蕊醇:E蕊i黙嶺鰯B勤慶藤錘蕊UNH2E暖I3E22砺弼F恐;蹄班騨；諺〕詠懸 繊鰯鰹醗!i醗刈癖鐘騒蕊議蕊誕;蕊；
ﾛ:0浬｡,U2IFDUUopfU軍Bdodc-dUbp．-ﾛ･･･且口｡｡｡ﾛｰ笠｡｡｡L巳｡｡~註b=2且ﾛ･DQU､DPP2FCD＄~ず~
91,＄“上娩.呼罰斡鹸ﾛ藷干裟搦:毎ｉ\輝泥･秘弦.\:公.ﾂﾞ３．$刺Wt1仏.\ｻﾞＷ妙

日野市立教育センターホームページＴＯＰ画面



設置条例・施行規則

1 日野市立教育センター設置条例

(設置)

第 1条 日野市における教育の充実及び振興を図るため地方教育行政の組織及び運営に関

する法律 (昭和 31年法律第 162号)第 30条の規定に基づき、日野市立教育センター (以

下 「教育センター」という。)を設置する。

(名 称及び設置)

第 2条 教育センターの位置は、日野市程久保 550番地とする。

(管理)

第 3条 教育センターは、日野市教育委員会 (以下 「教育委員会」という。)が管理する。

(事業 )

第 4条 教育センターは次の事業を行 う。

(1)幼児、児童及び生徒の教育についての調査研究並びに学校教育、社会教育及び家庭

教育の連携に関すること。

(2)教育における専門的、技術的事項の調査研究及び普及に関すること。

(3)学校教育及び社会教育関係者の研修に関すること。

(4)教育相談及び学校生活相談に関すること。

(5)不登校児童及び生徒に対する相談及び援助に関すること。

(6)教育の資料と情報の整備、保存及び活用に関すること。

(7)前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業。

(職員)

第 5条 教育センターに所長その他必要な職員を置く。

(休館 日)

第 6条 教育センターの休館 日は、次のとお りとする。ただし、教育委員会が必要と認め

るときは、体館 日を変更し、又は臨時に体館 日を設けることができる。

(1)日 曜 日及び土曜 日

(2)国民の祝 日に関する法律 (昭和 23年法律第 178号)に定める休 日

(3)1月 2日 から同月 4日 まで及び 12月 28日 から同月 31日 まで

(開館時間)

第 7条 教育センターの開館時間は、午前 8時 30分から午後 5時 15分までとする。た

だし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(運営審議会)

第 8条 教育センターの運営について必要な事項を審議するため、日野市立教育センター

運営審議会 (以下 「審議会」という。)を置く。

(審議会の委員 )

第 9条 前条に規定する審議会の委員 (以下「委員」という。)の定数は、10人以内とし、

次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1)学校教育関係者

(2)社会教育関係者

(3)教育行政機関関係者

(4)学識経験者

- 77 -



(5)その他教育員委員会が必要と認める者

(委員の任期 )

第 10条 委員の任期は、 2年 とする。ただし、再任を妨げない。
2 前条第 1号から第 3号までに掲げる者から選出された者の任期は、その在職期間とす

る。

3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長 )

第 11条 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 委員長及び副委員長の任期は(1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員長は、審議会を主宰する。

4 副委員長は、委員長を補佐 し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその  、

職務を代行する。

(招集 )

第 12条 審議会はく必要に応′じて委員長が招集する。

(議決 )

第 13条 審議会は、委員の半数以上が出席 して成立し、その議事はt出席委員の過半数

をもつてこれを議決する。

(委任 )

第 14条  この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

付 則

(施行期 日)

1 この条例は、平成 16年 4月 1日 から施行する。ただし、次項の規定は、教育委員会

が規則で定める日から施行する。 (日 野市立教職員研究室設置条例の一部改正)

2 日野市立教職員研究室条例 (平成 5年条例第 22号)の一部を改正する。〔次のよう〕

略

(日 野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 (昭和 38年条

例第 13号)の一部を次のように改正する。〔次のよう〕略

2 日野市立教育センター設置条例施行規則

(目 的)

第 1条 この規貝Jは、日野市立教育センター設置条例 (平成 15年条例第 46号)の施行に

ついて必要な事項を定める事を目的とする。

(職員)

第 2条 日野市立教育センター (以下 「教育センター」という。)に所長のほか、次の職員

を置くことができる。

(1)主任研究員   (2)事 務長   (3)専 門職員   (4)そ の他必要な職員

(所長の任務 )

第 3条 所長は、上司の命を受け、教育センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監

督する。
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２所長は、次の事項を専決する。

（１）教育センター運営の実施計画に関すること。

（２）主任研究員及び事務長の出張、研修命令及び休lWjlに関すること。

（３）教育センター全体に係わる定例的な事項に関する報告、公表、申請、照会、回答、

諮問及び通知に関すること。

（主任研究員、事務長及び職員の任務）

第４条主任研究員は、所長の命を受け、調査研究、研修及び相談業務をつかさどり、所

属職員を指揮監督まる。
２事務長は、所長の命を受け、教育センターの庶務事務をつかさどり、所属職員を指揮

監督する。

３主任研究員及び事務長の専決事項については、ﾛ野市教育委員会事務局事務決裁規程

（平成１６年教育委員会規則第７号）第９条の規程を準用する。

４専門職員その他の職員は、上司の命を受け、教育センターの事務に従事する。

（部及び事務分掌）

第５条教育センターの部及び事務分掌は、次のとおりとする。

調査研究部

（１）学校制度及び学校経営の調査研究に関すること。

（２）教育課程の調査研究に関すること。

（３）ふるさと（郷士日野）教育の調査研究に関すること。

（４）生涯学習の調査研究に関すること。

（５）教育資料の収集、提供及び教育広報に関すること。

（６）前号に掲げるもののほか、調査研究に関すること。

研修部

（１）学校教育職員の研修に関すること。

（２）社会教育者（地域リーダー）の研修に関すること。

（３）前２号に掲げるもののほか、研修に関すること。

相談部

（１）幼児、児童及び生徒の教育相談並びに教職員の相談に関すること。

（２）学校生活（適応）についての相談及び援助に関すること。

（３）電話等による教育相談に関すること．

（４）前３号に掲げるもののほか、相談に関すること。

事務部

（１）教育センターの庶務に関すること。

（２）他の部に属さない事務に関すること。

（委任）

第６条この規貝|｣に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

付則

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。
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｢曰野市適応指導教室設置要綱」

（目的）

第１条この要綱は、さまざまな要因により学校生活に適応できず、長期間の欠席状況に

ある児童・生徒に対して社会的自立及び学校復帰の援助を図ることを目的とする。

（設置）

第２条前条の目的を達成するために、適応指導教室を設置する。

２適応指導教室の名称は「わかば教室」とする。

第３条第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。

（１）一人ひとりの児童･生徒に応じた社会的体験や学習活動を援助し、精神的な安定、好

ましい人間関係、集団への適応能力、学習意欲、望ましい生活習'慣等の回復を図る゜

（２）学校不適応児童･生徒の理解や対応のあり方について、学校及び保護者との相談を行

う。

（３）学校、ﾛ野市教育相談室、スクールカウンセラー、その他関係機関との連携を図る゜

（４）その他、教育長が必要と認める事業を行う。

（組織）

第４条適応指導教室は、日野市立教育センターが所管し、指導員及びカウンセラーを置

く。

（入室対象者）

第５条入室対象者は、次の用件を満たす児童･生徒とする。

（１）日野市公立小･中学校に在籍する児童･生徒（２）不登校及びその傾向にある児童・

生徒

（３）保護者及び本人が入室を希望し、ﾛ野市教育委員会教育部学校課長（以下「学校課

長」という｡）が認めた児童･生徒

（開設日及び開設時間等）

第６条開設日は月曜日から金曜Ｈとし、開設時間は911寺から411寺までとする。

ただし、日野市立教育センター所長（以下「センター所長」という｡）が特に必要が

あると認めたときは、開設'三1及び開設時間を変更することができる。

２日野市公立学校の休業日（都民の日及び在籍校の開校記念日を除く。）及び国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日は休業日とする。ただし、セン

ター所長が特に必要があると認めたときは、この限りではない。

（通室）

第７条通室方法や通室往復途上の安全確保については、保護者の責任において行う。

（入室･退室手続き）

第８条入室を希望する児童・生徒の保護者は日野市適応指導教室入室願（第１号様式）

を在籍校
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の校長に提出する。

２前項の規定による届出を受けた校長はロ野市適応指導教室入室申請書（第２号様式）

を学校課長に提出する。

３学校課長は、入室の可否について、児童・生徒の在籍校の校長、指導主事及び適応指

導教室指導員が協議した結果をもとに決定する。

４学校課長は入室を許可した場合は、入室許可書を学校長とセンター所長に通知する。

（第３号様式）

５退室する場合は、,保護者は日野市適応指導教室退出願（第４号様式）を在籍校の校長

に提出する。

６前項の規定による届出を受けた校長は日野市適応指導教室退室申請書（第５号様式）

を学校課長に提出する。

７学校課長は退室を許可した場合は、退室許可書を学校長とセンター所長に通知する。

（第６号様式）

（学校との連携）

第９条センター所長は在室児童･生徒について､通室状況報告書(題７号様式)を作成し、

在籍校の校長に報告する。

２在籍校の校長は、学校の教育計画や教育活動等をセンター所長に提出し学校復帰の協

力をする。

（事故の対応）

第１０条適応指導教室の管理下で通室児童･生徒に事故が発生したときは、在籍校の校長

はセンター所長からの事故報告に基づき日本体育･学校保健センターの医療費等の支給を

申請する。

（委任）

第１１条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は他に定める。

付則

この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。

付則（平成１５年６月２日）

この要綱は、平成１５年６月２日から施行する。

付則

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。
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